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　　　　監 査 委 員

○監査結果の公表 （監査委員事務局監査第一課）……………８

○監査結果の公表 （監査委員事務局監査第一課）……………14

○監査結果の公表 （監査委員事務局監査第二課）……………17

○監査結果の公表 （監査委員事務局監査第二課）……………20

○監査結果の公表 （監査委員事務局特別監査室）……………26

○監査結果の公表 （監査委員事務局特別監査室）……………29

○監査結果の公表 （監査委員事務局総務課）……………34

　　　　公安委員会

○猟銃及び空気銃の所持に関する講習会（初心者に対する講習会）の

　開催 （警察本部生活保安課）……………50

○猟銃及び空気銃の所持に関する講習会（経験者に対する講習会）の

　開催 （警察本部生活保安課）……………50

○猟銃の操作及び射撃の技能に関する講習の開催

 （警察本部生活保安課）……………51

○警備員指導教育責任者講習の実施 （警察本部生活保安課）……………51

○警備業法第23条に規定する検定の実施 （警察本部生活保安課）……………54

○警備業法第23条に規定する検定の実施 （警察本部生活保安課）……………56

○少年指導委員の委嘱について （警察本部少年課）……………57

　福岡県告示第377号

　都市計画法（昭和43年法律第100号）第59条第１項の規定に基づき、都市計画事業の

認可をしたので、同法第62条第１項の規定により次のように告示する。

　　平成27年４月３日

　　　　告　　　示（第377号－第387号）

○都市計画事業の認可 （公園街路課）……………１

○福岡県人権啓発情報センターの使用料の徴収事務の委託 （調　整　課）……………２

○福岡県領収証紙売りさばき人の指定事項の変更 （会計管理局会計課）……………２

○福岡県領収証紙売りさばき人の指定の取消し （会計管理局会計課）……………２

○福岡県領収証紙売りさばき人の指定の取消し （会計管理局会計課）……………２

○福岡県母子父子寡婦福祉資金貸付金の債権回収業務の委託 

 （児童家庭課）……………３

○道路の区域の変更 （道路維持課）……………３

○保安林の所在場所等 （農山漁村振興課）……………３

○石油コンビナート等災害防止法第２条第５号に規定する第二種事業

　所への指定の解除 （防災企画課）……………３

○道路の区域の変更 （道路維持課）……………４

○道路の供用の開始 （道路維持課）……………４

　　　　公　　　告

○軽油引取税に係る特約業者の指定の取消し （税　務　課）……………４

○県営土地改良事業の換地計画 （農村森林整備課）……………５

○福岡県漁業調整規則に基づく聴聞の期日における審理の公開 

 （漁業管理課）……………５

○大規模小売店舗立地法第６条第２項の規定に基づく変更の届出 

 （中小企業振興課）……………５

○大規模小売店舗立地法に基づき市町村から聴取した意見等 

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　施行者の名称

　　北九州市

２　都市計画事業の種類及び名称

　　北九州都市計画公園事業　３・３・39号　金剛中央公園

３　事業施行期間

　　平成27年４月３日から平成31年３月31日まで

４　事業地

　⑴　収用の部分

　　　北九州市八幡西区金剛三丁目地内

　⑵　使用の部分

　　　なし
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第378号

　地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第158条第１項の規定に基づき、福岡県人

権啓発情報センターの使用料の徴収事務を次の者に委託したので、同条第２項の規定に

より告示する。

　　平成27年４月３日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　委託先

　　クローバープラザ管理運営共同事業体

２　所在地

　　福岡市中央区今泉一丁目12番23号

３　委託期間

　　平成27年４月１日から平成32年３月31日まで
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第379号

　次のように福岡県領収証紙の売りさばき人の指定事項を変更したので告示する。

　　平成27年４月３日

目　　　次

告　　　示
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旧 福岡市中央区天神一丁目１番
１号　アクロス福岡３階
福岡県パスポートセンター内

売りさばき人
証番号

売りさばき人の
住所及び氏名

509

売りさばき所

平成27年
３月31日

取消年月日

東京都中野区本町二丁目46番
1号　株式会社ＪＴＢ商事

北九州市小倉北区浅野三丁目
８番１号　ＡＩＭビル２階

510新 平成27年
４月１日

福岡市博多区石城町１
番１号
ＮＤＳデータソリュー
ションズ株式会社

福岡市中央区天神一丁目１番
１号　アクロス福岡３階
福岡県パスポートセンター内
（今回新設した売りさばき所）
北九州市小倉北区浅野三丁目
８番１号 ＡＩＭビル２階　福
岡県パスポートセンター北九
州支所内
北九州市小倉北区浅野三丁目
８番１号 ＡＩＭビル２階　福
岡県パスポートセンター北九
州支所内

県土整備
事務所名

福岡

道路の
種　類

県道

路線名

福　岡 
線太宰府 

変　更
前後別

前
7.5
～
24.5

8.3
～
32.6

1,415.7

1,692.0前

区　　　　間 幅　　員
（メートル）

延　　長
（メートル）

糟屋郡宇美町光正寺一
丁目4574番３先から
糟屋郡宇美町宇美六丁
目3795番10先まで

糟屋郡宇美町光正寺一
丁目4574番３先から
糟屋郡宇美町宇美六丁
目3795番10先まで

7.5
～
24.5

糟屋郡宇美町光正寺一
丁目4574番３先から
糟屋郡宇美町宇美六丁
目3795番10先まで

売りさばき人
証番号

売りさばき人の
住所及び氏名 売りさばき所 変更年月日

　　　　告　　　示（第377号－第387号）

○都市計画事業の認可 （公園街路課）……………１

○福岡県人権啓発情報センターの使用料の徴収事務の委託 （調　整　課）……………２

○福岡県領収証紙売りさばき人の指定事項の変更 （会計管理局会計課）……………２

○福岡県領収証紙売りさばき人の指定の取消し （会計管理局会計課）……………２

○福岡県領収証紙売りさばき人の指定の取消し （会計管理局会計課）……………２

○福岡県母子父子寡婦福祉資金貸付金の債権回収業務の委託 

 （児童家庭課）……………３

○道路の区域の変更 （道路維持課）……………３

○保安林の所在場所等 （農山漁村振興課）……………３

○石油コンビナート等災害防止法第２条第５号に規定する第二種事業

　所への指定の解除 （防災企画課）……………３

○道路の区域の変更 （道路維持課）……………４

○道路の供用の開始 （道路維持課）……………４

　　　　公　　　告

○軽油引取税に係る特約業者の指定の取消し （税　務　課）……………４

○県営土地改良事業の換地計画 （農村森林整備課）……………５

○福岡県漁業調整規則に基づく聴聞の期日における審理の公開 

 （漁業管理課）……………５

○大規模小売店舗立地法第６条第２項の規定に基づく変更の届出 

 （中小企業振興課）……………５

○大規模小売店舗立地法に基づき市町村から聴取した意見等 

福岡県知事　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第380号

　次のように福岡県領収証紙の売りさばき人の指定を取り消したので、福岡県領収証紙

条例（昭和39年福岡県条例第48号）第３条第２項の規定により告示する。

　　平成27年４月３日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第381号

　次のように福岡県領収証紙の売りさばき人の指定を取り消したので、福岡県領収証紙

条例（昭和39年福岡県条例第48号）第３条第２項の規定により告示する。

　　平成27年４月３日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　施行者の名称

　　北九州市

２　都市計画事業の種類及び名称

　　北九州都市計画公園事業　３・３・39号　金剛中央公園

３　事業施行期間

　　平成27年４月３日から平成31年３月31日まで

４　事業地

　⑴　収用の部分

　　　北九州市八幡西区金剛三丁目地内

　⑵　使用の部分

　　　なし
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第378号

　地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第158条第１項の規定に基づき、福岡県人

権啓発情報センターの使用料の徴収事務を次の者に委託したので、同条第２項の規定に

より告示する。

　　平成27年４月３日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　委託先

　　クローバープラザ管理運営共同事業体

２　所在地

　　福岡市中央区今泉一丁目12番23号

３　委託期間

　　平成27年４月１日から平成32年３月31日まで
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第379号

　次のように福岡県領収証紙の売りさばき人の指定事項を変更したので告示する。

　　平成27年４月３日

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第382号

　地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第158条第１項の規定に基づき、福岡県母

子父子寡婦福祉資金貸付金の債権回収業務を次の者に委託したので、同条例第２項の規

定により告示する。

　　平成27年４月３日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　委託先

　　ニッテレ債権回収株式会社

２　所在地

　　東京都港区芝浦三丁目16番20号

３　委託期間

　　平成27年４月１日から平成28年３月31日まで
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第383号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定に基づき、次のように道路の区

域を変更する。

　その関係図面は、この告示の日から２週間、関係県土整備事務所において一般の縦覧

に供する。

　　平成27年４月３日

福岡県知事　　小　川　　洋　　
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売りさばき人
証番号

売りさばき人の
住所及び氏名

516

売りさばき所

平成27年
３月31日

変更年月日

福岡市南区清水三丁目24番7
号株式会社ピース・ユアーズ

福岡市城南区鳥飼６丁目１番
１号　福岡市城南区役所売店

県土整備
事務所名

道路の
種　類 路線名 変　更

前後別

前
4.4
～
13.0

10.5
～
15.0

113.5

113.5後

区　　　　間 幅　　員
（メートル）

延　　長
（メートル）

久留米市田主丸町菅原
2244番１先から

2251番２先まで

久留米市田主丸町菅原
2244番１先から
久留米市田主丸町菅原
2251番２先まで

県土整備
事務所名

久留米

道路の
種　類

県道

路線名 変　更
前後別

前
4.4
～

10.5
～
15.0

113.5

113.5後

区　　　　間 幅　　員
（メートル）

延　　長
（メートル）

久留米市田主丸町菅原
2244番１先から
久留米市田主丸町菅原
2251番２先まで

久留米市田主丸町菅原
2244番１先から
久留米市田主丸町菅原
2251番２先まで

久留米 県道
久留米 

線浮　羽

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第384号

　森林法（昭和26年法律第249号）第25条の２第１項の規定に基づき、保安林の指定を

するので、森林法第33条第６項において準用する同条第１項の規定により次のように告

示する。

　　平成27年４月３日

　　　　　福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　保安林の所在場所

　　大野城市大字牛頸670の28

２　指定の目的

　　水源の涵養

３　指定施業要件

　⑴　立木の伐採の方法

　　ア　主伐は、択伐による。

　　イ　主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る

市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。

　　ウ　間伐に係る森林は、次のとおりとする。

　⑵　立木の伐採の限度並びに植栽の方法、期間及び樹種

　　　次のとおりとする。

　（「次のとおり」は、省略し、その関係書類を福岡県農林水産部農山漁村振興課及び

　　大野城市役所に備え置いて縦覧に供する。）
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第385号

　昭和61年３月福岡県告示第378号で告示した次に掲げる事業所の石油コンビナート等

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第382号

　地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第158条第１項の規定に基づき、福岡県母

子父子寡婦福祉資金貸付金の債権回収業務を次の者に委託したので、同条例第２項の規

定により告示する。

　　平成27年４月３日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　委託先

　　ニッテレ債権回収株式会社

２　所在地

　　東京都港区芝浦三丁目16番20号

３　委託期間

　　平成27年４月１日から平成28年３月31日まで
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第383号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定に基づき、次のように道路の区

域を変更する。

　その関係図面は、この告示の日から２週間、関係県土整備事務所において一般の縦覧

に供する。

　　平成27年４月３日

福岡県知事　　小　川　　洋　　
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県土整備
事務所名

福岡

路線名

福　岡 
線太宰府

供用開始の区間

糟屋郡宇美町大字宇美4317番３先から
糟屋郡宇美町大字宇美4318番１先まで

特別防災区域名 事　業　所　名

北九州地区

所　　在　　地

平成27年
４月３日

指定解除
年月日

西部瓦斯株式会社
北九州工場

北九州市若松区響町一丁目26
番地

県土整備
事務所名

福岡

道路の
種　類

県道

路線名

福　岡 
線太宰府 

変　更
前後別

前
7.5
～
24.5

8.3
～
32.6

1,415.7

1,692.0前

区　　　　間 幅　　員
（メートル）

延　　長
（メートル）

糟屋郡宇美町光正寺一
丁目4574番３先から
糟屋郡宇美町宇美六丁
目3795番10先まで

糟屋郡宇美町光正寺一
丁目4574番３先から
糟屋郡宇美町宇美六丁
目3795番10先まで

後
7.5
～
24.5

8.3
～
49.0

1,415.7

1,692.0後

糟屋郡宇美町光正寺一
丁目4574番３先から
糟屋郡宇美町宇美六丁
目3795番10先まで

糟屋郡宇美町光正寺一
丁目4574番３先から
糟屋郡宇美町宇美六丁
目3795番10先まで

7.5
～
24.5

1,692.0後

糟屋郡宇美町光正寺一
丁目4574番３先から
糟屋郡宇美町宇美六丁
目3795番10先まで

糟屋郡宇美町光正寺一
丁目4574番３先から
糟屋郡宇美町宇美六丁
目3795番10先まで

変　更　前

Ｎｏ．１
（テナントＡ棟－１）
Ｎｏ．２
（テナントＡ棟－２）
Ｎｏ．３
（テナントＢ棟）
Ｎｏ．４
（ＳＭ棟）
Ｎｏ．５
（テナントＣ棟－１）

（テナントＣ棟－２）
Ｎｏ．７
（テナントＣ棟－３）
Ｎｏ．８
（家電用品棟）
Ｎｏ．９
（家具棟（旧スポーツ
用品棟））

12.00㎥

12.00㎥

9.42㎥

30.06㎥

10.80㎥

12.00㎥

12.00㎥

15.08㎥

12.78㎥

変　更　後

位　置 容　積

Ｎｏ．１
（テナントＡ棟－１）
Ｎｏ．２
（テナントＡ棟－２）
Ｎｏ．３
（テナントＢ棟）
Ｎｏ．４
（ＳＭ棟）
Ｎｏ．５
（テナントＣ棟－１）

（テナントＣ棟－２）
Ｎｏ．７
（テナントＣ棟－３）
Ｎｏ．８
（家電用品棟）
Ｎｏ．９
（家具棟（旧スポーツ
用品棟））

12.00㎥

12.00㎥

9.42㎥

30.06㎥

10.80㎥

12.00㎥

12.00㎥

15.08㎥

15.00㎥

位　置 容　積

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第387号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定に基づき、次のように道路の供

用を平成27年４月３日から開始する。

　その関係図面は、この告示の日から２週間、関係県土整備事務所において一般の縦覧

に供する。

　　平成27年４月３日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

　公告

　福岡県税条例（昭和25年福岡県条例第36号）第47条の６第２項の規定に基づき、軽油

引取税に係る特約業者の指定を取り消したので、県たばこ税、ゴルフ場利用税及び軽油

引取税に係る事務処理要領（平成24年３月23日23税第5288号福岡県総務部長通達）第４

の４の規定により次のように公示する。

　　平成27年４月３日

                                      　福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　特約業者の氏名又は名称

　　香椎石油株式会社

２　主たる事務所又は事業所の所在地

　　福岡県福岡市香椎駅前二丁目８番２８号

３　特約業者の指定取消年月日

　　平成27年４月１日
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

災害防止法（昭和50年法律第84号）第２条第５号に規定する第二種事業所への指定を解

除したので、告示する。

　　平成27年４月３日

　                                                福岡県知事　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第386号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定に基づき、次のように道路の区

域を変更する。

　その関係図面は、この告示の日から２週間、関係県土整備事務所において一般の縦覧

に供する。

　　平成27年４月３日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

公　　　告
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換地計画を定めた地域

糸島市志摩御床及び志摩
久家の各一部（寺山地区）

縦覧に供する書類

換地計画書の写し

縦　覧　期　間

平成27年4月3日から
平成27年5月7日まで

縦覧場所

糸島市役所

変　更　前

11,957㎡

変　更　後

12,258㎡

変　更　前

第１駐車場
（テナントＡ棟周辺）
第２駐車場
（テナントＢ、Ｃ、
ＳМ棟前面）
第３駐車場
（テナントＣ棟南側）
第４駐車場
（飲食棟北・東側）
第５駐車場
（家具棟・家電用品棟前面）

81台

59台

164台

234台

63台

172台

205台

変　更　後

位　置 収容台数

第１駐車場
（テナントＡ棟周辺）
第２駐車場
（テナントＢ、Ｃ、
ＳМ棟前面）
第３駐車場
（テナントＣ棟南側）
第４駐車場
（飲食棟北・東側）
第５駐車場
（家具棟・家電用品棟前面）

58台

位　置 収容台数

　　　郵便番号812－8577（福岡県庁）
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号）第６条第２項の規定に基づき、同法第

５条第１項の規定による届出があった大規模小売店舗について、変更の届出があったの

で、同法第６条第３項において準用する同法第５条第３項の規定により次のとおり公告

する。

　なお、当該届出及び添付書類は、この公告の日から４月間、福岡県商工部中小企業振

興課及び久留米中小企業振興事務所において縦覧に供する。

　　平成27年４月３日

                                      　福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　届出年月日

　　平成27年３月12日

２　大規模小売店舗の名称及び所在地

　⑴　名　称

　　　ゆめモール柳川

　⑵　所在地

　　　柳川市柳川駅東部土地区画整理事業区域内37街区４画地

３　大規模小売店舗内の店舗面積の合計

４　大規模小売店舗の施設の配置に関する事項

　⑴　駐車場の位置及び収容台数

　公告

　土地改良法（昭和24年法律第195号）第89条の２第１項の規定に基づき、県営土地改

良事業の施行に係る地域の換地計画を平成27年3月23日付けで定めたので、同条第４項

において準用する同法第87条第５項の規定により公告し、その関係書類を次のように縦

覧に供する。

　　平成27年４月３日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　福岡県漁業調整規則（昭和43年福岡県規則第64号）第48条第４項又は第50条第３項の

規定に基づき聴聞の期日における審理を次のとおり公開するので、公告する。

　　平成27年４月３日

                                      　福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　不利益処分の根拠となる法令の条項

　　福岡県漁業調整規則第48条第１項又は第50条第１項

２　聴聞の期日及び場所

　　平成27年４月17日　午後１時30分

　　福岡市博多区東公園７番７号　福岡県庁北棟４階

　　海区漁業調整委員会室

３　傍聴の方法

　　傍聴は、聴聞の期日の先着順に許可する。

４　聴聞に関する問合せ先

　　福岡県総務部行政経営企画課法務班

　　　電話番号092－643－3028

　　郵便による場合の宛先
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Ｎｏ．１
（テナントＡ棟）
Ｎｏ．２
（テナントＢ棟）
Ｎｏ．３
（ＳＭ棟）
Ｎｏ．４
（テナントＣ棟）
Ｎｏ．５
（家電用品棟）
Ｎｏ．６
（家具棟（旧スポーツ用品
棟））

284㎡

128㎡

258㎡

317㎡

295㎡

79㎡

284㎡

128㎡

258㎡

317㎡

295㎡

223㎡

1,361㎡ 1,505㎡合　計

Ｎｏ．１
（テナントＡ棟）
Ｎｏ．２
（テナントＢ棟）
Ｎｏ．３
（ＳＭ棟）
Ｎｏ．４
（テナントＣ棟）
Ｎｏ．５
（家電用品棟）
Ｎｏ．６
（家具棟（旧スポーツ用品
棟））

合　計

変　更　前 変　更　後

位　置 面　積 位　置 面　積

６

敷地西側中央
敷地北側中央
敷地東側北寄り
敷地東側南寄り
敷地南側中央

敷地西側家電用品棟横

出入口の数 位　置

６

敷地西側中央
敷地北側中央
敷地北側東寄り
敷地東側南寄り
敷地南側中央

敷地西側家電用品棟横

出入口の数 位　置

変　更　前 変　更　後

第１駐車場
（テナントＡ棟周辺）
第２駐車場
（テナントＢ、Ｃ、
ＳМ棟前面）
第３駐車場
（テナントＣ棟南側）
第４駐車場
（飲食棟北・東側）
第５駐車場
（家具棟・家電用品棟前面）

81台

59台

164台

234台

273台

811台

63台

172台

205台

239台

737台

位　置

合　計

収容台数

第１駐車場
（テナントＡ棟周辺）
第２駐車場
（テナントＢ、Ｃ、
ＳМ棟前面）
第３駐車場
（テナントＣ棟南側）
第４駐車場
（飲食棟北・東側）
第５駐車場
（家具棟・家電用品棟前面）

58台

位　置

合　計

収容台数

変　更　前

Ｎｏ．１
（テナントＡ棟－１）
Ｎｏ．２
（テナントＡ棟－２）
Ｎｏ．３
（テナントＢ棟）
Ｎｏ．４
（ＳＭ棟）
Ｎｏ．５
（テナントＣ棟－１）
Ｎｏ．６
（テナントＣ棟－２）
Ｎｏ．７
（テナントＣ棟－３）
Ｎｏ．８
（家電用品棟）
Ｎｏ．９
（家具棟（旧スポーツ
用品棟））

12.00㎥

12.00㎥

9.42㎥

30.06㎥

10.80㎥

12.00㎥

15.08㎥

12.78㎥

変　更　後

位　置 容　積

Ｎｏ．１
（テナントＡ棟－１）
Ｎｏ．２
（テナントＡ棟－２）
Ｎｏ．３
（テナントＢ棟）
Ｎｏ．４
（ＳＭ棟）
Ｎｏ．５
（テナントＣ棟－１）
Ｎｏ．６
（テナントＣ棟－２）
Ｎｏ．７
（テナントＣ棟－３）
Ｎｏ．８
（家電用品棟）
Ｎｏ．９
（家具棟（旧スポーツ
用品棟））

12.00㎥

12.00㎥

9.42㎥

30.06㎥

10.80㎥

12.00㎥

15.08㎥

15.00㎥

位　置 容　積

Ｎｏ．１
（テナントＡ棟－１）
Ｎｏ．２
（テナントＡ棟－２）
Ｎｏ．３
（テナントＢ棟）
Ｎｏ．４
（ＳＭ棟）
Ｎｏ．５
（テナントＣ棟－１）

（テナントＣ棟－２）
Ｎｏ．７
（テナントＣ棟－３）
Ｎｏ．８
（家電用品棟）
Ｎｏ．９
（家具棟（旧スポーツ
用品棟））

12.00㎥

12.00㎥

9.42㎥

30.06㎥

10.80㎥

12.00㎥

12.00㎥

15.08㎥

12.78㎥

126.14㎥ 128.36㎥合　計

Ｎｏ．１
（テナントＡ棟－１）
Ｎｏ．２
（テナントＡ棟－２）
Ｎｏ．３
（テナントＢ棟）
Ｎｏ．４
（ＳＭ棟）
Ｎｏ．５
（テナントＣ棟－１）

（テナントＣ棟－２）
Ｎｏ．７
（テナントＣ棟－３）
Ｎｏ．８
（家電用品棟）
Ｎｏ．９
（家具棟（旧スポーツ
用品棟））

12.00㎥

12.00㎥

9.42㎥

30.06㎥

10.80㎥

12.00㎥

12.00㎥

15.08㎥

15.00㎥

合　計
　⑵　荷さばき施設の位置及び面積

　⑶　廃棄物等の保管施設の位置及び容量

　　　福津市津丸字桜1120番３ほか

２　法第８条第１項の規定に基づき市町村から聴取した意見の概要

　　意見なし
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　福岡県行政手続条例（平成８年福岡県条例第１号）第37条第４項第８号の規定に基づ

き、意見公募手続を実施しないで福岡県産業廃棄物処理施設の設置に係る紛争の予防及

び調整に関する条例施行規則（平成２年福岡県規則第46号）の一部改正を行ったので、

次のとおり公示します。

　なお、関連資料については、福岡県ホームページ（http://www.pref.fukuoka.lg.jp/）

に掲載するほか、福岡県環境部廃棄物対策課に備え置きます。

　　平成27年４月３日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　意見を募集しなかった理由

　　鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律の一部を改正する法律（平成26年法律第

46号）及び風致地区内における建築等の規制に関する条例を廃止する条例（平成26年

福岡県条例第52号）の制定に伴い必要となる規定の整備を行ったものであり、福岡県

行政手続条例第37条第４項第８号に該当するため、同条例に定める意見公募手続を実

施しなかったものです。

２　福岡県産業廃棄物処理施設の設置に係る紛争の予防及び調整に関する条例施行規則

の一部を改正する規則の公布日

　　平成27年３月27日
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　福岡県行政手続条例（平成８年福岡県条例第１号）第37条第４項第８号の規定に基づ

き、意見公募手続を実施しないで福岡県障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援

するための法律施行細則（平成19年福岡県規則第49号）の一部改正を行ったので、次の

とおり公示します。

　なお、関連資料については、福岡県ホームページ（http://www.pref.fukuoka.lg.jp/）

　監査公表第１号

　地方自治法（昭和22年法律第67号）第199条第２項及び第４項の規定に基づく定期監

査を新社会推進部、保健医療介護部及び福祉労働部出先機関のアジア文化交流センター

等37か所について実施したので、その結果を次のとおり公表する。

　　平成27年４月３日

福岡県監査委員　　山　下　　　郎　　

同　　　　　　　　伊　藤　龍　峰　　

同　　　　　　　　行　正　晴　實　　

同　　　　　　　　井　本　邦　彦　　

５　大規模小売店舗の施設の運営方法に関する事項

　⑴　駐車場の自動車の出入口の数及び位置

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号。以下「法」という。）第６条第１項の

規定による届出について、法第８条第１項の規定に基づき市町村から聴取した意見の概

要を、同条第３項の規定により次のとおり公告する。

　なお、当該意見は、この公告の日から１月間、福岡県商工部中小企業振興課及び福岡

中小企業振興事務所において縦覧に供する。

　　平成27年４月３日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　大規模小売店舗の名称及び所在地

　⑴　名　称

　　　ダイレックス東福間店

　⑵　所在地



平
成
27
年
４
月
３
日
　
金
曜
日

第
３
６
８
２
号

７
福

岡
県

公
報

第１駐車場
（テナントＡ棟周辺）
第２駐車場
（テナントＢ、Ｃ、
ＳМ棟前面）
第３駐車場
（テナントＣ棟南側）
第４駐車場
（飲食棟北・東側）
第５駐車場
（家具棟・家電用品棟前面）

811台 737台合　計

第１駐車場
（テナントＡ棟周辺）
第２駐車場
（テナントＢ、Ｃ、
ＳМ棟前面）
第３駐車場
（テナントＣ棟南側）
第４駐車場
（飲食棟北・東側）
第５駐車場
（家具棟・家電用品棟前面）

合　計

に掲載するほか、福岡県福祉労働部障害者福祉課に備え置きます。

　　平成27年４月３日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　意見を募集しなかった理由

　　自立支援医療受給者証（精神通院医療）及び自立支援医療（精神通院医療）自己負

担上限額管理票の様式について形式的な変更を行ったものであり、福岡県行政手続条

例第37条第４項第８号に該当するため、同条例に定める意見公募手続を実施しなかっ

たものです。

２　規則の公布日

　　平成27年３月31日
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　解散した清算法人椿市土地改良区から清算人の退任の届出があったので、土地改良法

（昭和24年法律第195号）第68条第４項において準用する同法第18条第17項の規定によ

り次のように公告する。

　　平成27年４月３日

                                      　福岡県知事　　小　川　　洋　　

　　　福津市津丸字桜1120番３ほか

２　法第８条第１項の規定に基づき市町村から聴取した意見の概要

　　意見なし
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　福岡県行政手続条例（平成８年福岡県条例第１号）第37条第４項第８号の規定に基づ

き、意見公募手続を実施しないで福岡県産業廃棄物処理施設の設置に係る紛争の予防及

び調整に関する条例施行規則（平成２年福岡県規則第46号）の一部改正を行ったので、

次のとおり公示します。

　なお、関連資料については、福岡県ホームページ（http://www.pref.fukuoka.lg.jp/）

に掲載するほか、福岡県環境部廃棄物対策課に備え置きます。

　　平成27年４月３日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　意見を募集しなかった理由

　　鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律の一部を改正する法律（平成26年法律第

46号）及び風致地区内における建築等の規制に関する条例を廃止する条例（平成26年

福岡県条例第52号）の制定に伴い必要となる規定の整備を行ったものであり、福岡県

行政手続条例第37条第４項第８号に該当するため、同条例に定める意見公募手続を実

施しなかったものです。

２　福岡県産業廃棄物処理施設の設置に係る紛争の予防及び調整に関する条例施行規則

の一部を改正する規則の公布日

　　平成27年３月27日
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　福岡県行政手続条例（平成８年福岡県条例第１号）第37条第４項第８号の規定に基づ

き、意見公募手続を実施しないで福岡県障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援

するための法律施行細則（平成19年福岡県規則第49号）の一部改正を行ったので、次の

とおり公示します。

　なお、関連資料については、福岡県ホームページ（http://www.pref.fukuoka.lg.jp/）

　監査公表第１号

　地方自治法（昭和22年法律第67号）第199条第２項及び第４項の規定に基づく定期監

査を新社会推進部、保健医療介護部及び福祉労働部出先機関のアジア文化交流センター

等37か所について実施したので、その結果を次のとおり公表する。

　　平成27年４月３日

福岡県監査委員　　山　下　　　郎　　

同　　　　　　　　伊　藤　龍　峰　　

同　　　　　　　　行　正　晴　實　　

同　　　　　　　　井　本　邦　彦　　

氏　　　名

井　関　繁　則

橋　本　東洋治

安　中　知　治

宮　﨑　夢　児

森　本　建　治

木　村　　　廣

井　関　満　博

岡　田　豊　彦

進　谷　　　伸

野　田　千萬里

行橋市大字常松112番地２

行橋市大字入覚738番地

行橋市大字入覚1337番地１

行橋市大字高来343番地

行橋市大字矢山1777番地

行橋市大字福丸529番地

行橋市大字福丸173番地１

行橋市大字須磨園197番地

行橋市大字福丸213番地

行橋市大字下崎1370番地

住　　　所
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　　　福津市津丸字桜1120番３ほか

２　法第８条第１項の規定に基づき市町村から聴取した意見の概要

　　意見なし
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　福岡県行政手続条例（平成８年福岡県条例第１号）第37条第４項第８号の規定に基づ

き、意見公募手続を実施しないで福岡県産業廃棄物処理施設の設置に係る紛争の予防及

び調整に関する条例施行規則（平成２年福岡県規則第46号）の一部改正を行ったので、

次のとおり公示します。

　なお、関連資料については、福岡県ホームページ（http://www.pref.fukuoka.lg.jp/）

に掲載するほか、福岡県環境部廃棄物対策課に備え置きます。

　　平成27年４月３日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　意見を募集しなかった理由

　　鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律の一部を改正する法律（平成26年法律第

46号）及び風致地区内における建築等の規制に関する条例を廃止する条例（平成26年

福岡県条例第52号）の制定に伴い必要となる規定の整備を行ったものであり、福岡県

行政手続条例第37条第４項第８号に該当するため、同条例に定める意見公募手続を実

施しなかったものです。

２　福岡県産業廃棄物処理施設の設置に係る紛争の予防及び調整に関する条例施行規則

の一部を改正する規則の公布日

　　平成27年３月27日
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　福岡県行政手続条例（平成８年福岡県条例第１号）第37条第４項第８号の規定に基づ

き、意見公募手続を実施しないで福岡県障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援

するための法律施行細則（平成19年福岡県規則第49号）の一部改正を行ったので、次の

とおり公示します。

　なお、関連資料については、福岡県ホームページ（http://www.pref.fukuoka.lg.jp/）

　監査公表第１号

　地方自治法（昭和22年法律第67号）第199条第２項及び第４項の規定に基づく定期監

査を新社会推進部、保健医療介護部及び福祉労働部出先機関のアジア文化交流センター

等37か所について実施したので、その結果を次のとおり公表する。

　　平成27年４月３日

福岡県監査委員　　山　下　　　郎　　

同　　　　　　　　伊　藤　龍　峰　　

同　　　　　　　　行　正　晴　實　　

同　　　　　　　　井　本　邦　彦　　

監 査 委 員



平成 27 年４月３日　金曜日 第３６８２号9 福 岡 県 公 報

　　　福津市津丸字桜1120番３ほか

２　法第８条第１項の規定に基づき市町村から聴取した意見の概要

　　意見なし
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　福岡県行政手続条例（平成８年福岡県条例第１号）第37条第４項第８号の規定に基づ

き、意見公募手続を実施しないで福岡県産業廃棄物処理施設の設置に係る紛争の予防及

び調整に関する条例施行規則（平成２年福岡県規則第46号）の一部改正を行ったので、

次のとおり公示します。

　なお、関連資料については、福岡県ホームページ（http://www.pref.fukuoka.lg.jp/）

に掲載するほか、福岡県環境部廃棄物対策課に備え置きます。

　　平成27年４月３日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　意見を募集しなかった理由

　　鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律の一部を改正する法律（平成26年法律第

46号）及び風致地区内における建築等の規制に関する条例を廃止する条例（平成26年

福岡県条例第52号）の制定に伴い必要となる規定の整備を行ったものであり、福岡県

行政手続条例第37条第４項第８号に該当するため、同条例に定める意見公募手続を実

施しなかったものです。

２　福岡県産業廃棄物処理施設の設置に係る紛争の予防及び調整に関する条例施行規則

の一部を改正する規則の公布日

　　平成27年３月27日
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　福岡県行政手続条例（平成８年福岡県条例第１号）第37条第４項第８号の規定に基づ

き、意見公募手続を実施しないで福岡県障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援

するための法律施行細則（平成19年福岡県規則第49号）の一部改正を行ったので、次の

とおり公示します。

　なお、関連資料については、福岡県ホームページ（http://www.pref.fukuoka.lg.jp/）

　監査公表第１号

　地方自治法（昭和22年法律第67号）第199条第２項及び第４項の規定に基づく定期監

査を新社会推進部、保健医療介護部及び福祉労働部出先機関のアジア文化交流センター

等37か所について実施したので、その結果を次のとおり公表する。

　　平成27年４月３日

福岡県監査委員　　山　下　　　郎　　

同　　　　　　　　伊　藤　龍　峰　　

同　　　　　　　　行　正　晴　實　　

同　　　　　　　　井　本　邦　彦　　



平成 27 年４月３日　金曜日 第３６８２号 10福 岡 県 公 報



平成 27 年４月３日　金曜日 第３６８２号11 福 岡 県 公 報



平成 27 年４月３日　金曜日 第３６８２号 12福 岡 県 公 報



平成 27 年４月３日　金曜日 第３６８２号13 福 岡 県 公 報



平
成
27
年
４
月
３
日
　
金
曜
日

第
３
６
８
２
号

14
福

岡
県

公
報

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　監査公表第２号

　地方自治法（昭和22年法律第67号）第199条第２項及び第４項の規定に基づく定期監

査を警察本部関係機関の北九州市警察部等41か所について実施したので、その結果を次

のとおり公表する。

　　平成27年４月３日

福岡県監査委員　　山　下　　　郎　　

同　　　　　　　　伊　藤　龍　峰　　

同　　　　　　　　行　正　晴　實　　

同　　　　　　　　井　本　邦　彦　　



平成 27 年４月３日　金曜日 第３６８２号15 福 岡 県 公 報



平成 27 年４月３日　金曜日 第３６８２号 16福 岡 県 公 報
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▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　監査公表第３号

　地方自治法（昭和22年法律第67号）第199条第２項及び第４項の規定に基づく定期監

査を総務部及び商工部出先機関の職員研修所等26か所について実施したので、その結果

を次のとおり公表する。

　　平成27年４月３日

福岡県監査委員　　山　下　 　郎　　

同　　　　　　　　伊　藤　龍　峰　　

同　　　　　　　　行　正　晴　實　　

同　　　　　　　　井　本　邦　彦　　



平成 27 年４月３日　金曜日 第３６８２号 18福 岡 県 公 報



平成 27 年４月３日　金曜日 第３６８２号19 福 岡 県 公 報
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▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　監査公表第４号

　地方自治法（昭和22年法律第67号）第199条第２項及び第４項の規定に基づく定期監

査を教育委員会の福岡教育事務所等132か所について実施したので、その結果を次のと

おり公表する。

　　平成27年４月３日

福岡県監査委員　　山　下 　郎　　

同　　　　　　　　伊　藤　龍　峰　　

同　　　　　　　　行　正　晴　實　　

同　　　　　　　　井　本　邦　彦　　



平成 27 年４月３日　金曜日 第３６８２号21 福 岡 県 公 報



平成 27 年４月３日　金曜日 第３６８２号 22福 岡 県 公 報



平成 27 年４月３日　金曜日 第３６８２号23 福 岡 県 公 報



平成 27 年４月３日　金曜日 第３６８２号 24福 岡 県 公 報



平成 27 年４月３日　金曜日 第３６８２号25 福 岡 県 公 報
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▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　監査公表第５号

　地方自治法（昭和22年法律第67号）第199条第５項の規定に基づく随時監査を公文書

館等29か所について実施したので、その結果を次のとおり公表する。

　　平成27年４月３日

福岡県監査委員　　山　下　 　郎　　

同　　　　　　　　伊　藤　龍　峰　　

同　　　　　　　　行　正　晴　實　　

同　　　　　　　　井　本　邦　彦　　



平成 27 年４月３日　金曜日 第３６８２号27 福 岡 県 公 報



平成 27 年４月３日　金曜日 第３６８２号 28福 岡 県 公 報
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▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　監査公表第６号

　地方自治法（昭和22年法律第67号）第199条第５項の規定に基づく随時監査を行政経

営企画課等66か所について実施したので、その結果を次のとおり公表する。

　　平成27年４月３日

福岡県監査委員　　山　下　 　郎　　

同　　　　　　　　伊　藤　龍　峰　　

同　　　　　　　　行　正　晴　實　　

同　　　　　　　　井　本　邦　彦　　



平成 27 年４月３日　金曜日 第３６８２号 30福 岡 県 公 報



平成 27 年４月３日　金曜日 第３６８２号31 福 岡 県 公 報



平成 27 年４月３日　金曜日 第３６８２号 32福 岡 県 公 報



平成 27 年４月３日　金曜日 第３６８２号33 福 岡 県 公 報
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▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　監査公表第７号

　地方自治法（昭和22年法律第67号）第199条第７項の規定に基づく財政的援助等に係

る監査を公益財団法人あまぎ水の文化村等46団体について実施したので、その結果を次

のとおり公表する。

　　平成27年４月３日

福岡県監査委員　　山　下　 　郎　　

同　　　　　　　　伊　藤　龍　峰　　

同　　　　　　　　行　正　晴　實　　

同　　　　　　　　井　本　邦　彦　　



平成 27 年４月３日　金曜日 第３６８２号35 福 岡 県 公 報



平成 27 年４月３日　金曜日 第３６８２号 36福 岡 県 公 報



平成 27 年４月３日　金曜日 第３６８２号37 福 岡 県 公 報



平成 27 年４月３日　金曜日 第３６８２号 38福 岡 県 公 報



平成 27 年４月３日　金曜日 第３６８２号39 福 岡 県 公 報



平成 27 年４月３日　金曜日 第３６８２号 40福 岡 県 公 報



平成 27 年４月３日　金曜日 第３６８２号41 福 岡 県 公 報



平成 27 年４月３日　金曜日 第３６８２号 42福 岡 県 公 報



平成 27 年４月３日　金曜日 第３６８２号43 福 岡 県 公 報



平成 27 年４月３日　金曜日 第３６８２号 44福 岡 県 公 報



平成 27 年４月３日　金曜日 第３６８２号45 福 岡 県 公 報



平成 27 年４月３日　金曜日 第３６８２号 46福 岡 県 公 報



平成 27 年４月３日　金曜日 第３６８２号47 福 岡 県 公 報



平成 27 年４月３日　金曜日 第３６８２号 48福 岡 県 公 報



平成 27 年４月３日　金曜日 第３６８２号49 福 岡 県 公 報
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時　　　間

午前10時00分～午後３時30分

午後３時30分～午後４時30分

午後４時30分～午後５時00分

猟銃及び空気銃の所持に関する法令

猟銃及び空気銃の使用、保管等の取扱い

講習結果に対する考査

考査結果の公表

　（合格者に対する講習修了証明書の交付）

科　　　目

日　　　時

平成27年５月14日（木）

午後１時30分～午後４時30分

平成27年５月20日（水）

午後１時30分～午後４時30分

平成27年５月22日（金）

午後１時30分～午後４時30分

平成27年５月27日（水）

午後１時30分～午後４時30分

福岡市早良区百道一丁目５番15号

　早良警察署　会議室

田川市川崎町大字田原772番地の１

　川崎町勤労青少年ホーム

久留米市東櫛原町1002番地２

　久留米警察署　会議室

北九州市八幡西区光明一丁目６番６号

　折尾警察署　会議室

場　　　所 開催警察署

早良警察署

田川警察署

久留米警察署

折尾警察署

福岡県公安委員会告示第97号

　銃砲刀剣類所持等取締法（昭和33年法律第６号）第５条の３第１項の規定に基づく猟

銃及び空気銃の所持に関する講習会（初心者に対する講習会）を次のとおり開催するの

で、銃砲刀剣類所持等取締法施行令（昭和33年政令第33号）第17条第２項の規定により

告示する。

　　平成27年４月３日

福岡県公安委員会　　

１　講習会の日時、場所等

　⑴　講習会の日時　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　平成27年５月26日（火）　午前10時から午後５時までの間

　⑵　講習会の場所

　　　北九州市小倉北区大門一丁目６番19号　小倉北警察署　会議室

　⑶　受講対象者

　　　福岡県内に住所を有する者

２　講習の時間及び科目

３　注意事項

　⑴　受講希望者は、猟銃等講習受講申込書に所定の事項を記入し、写真（申込み前６

か月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無背景の縦４センチメ－トル、横3.5

センチメートルのもの）を添えて、住所地を管轄する警察署に申し込むこと。 

　⑵　上記申込みは、受講日の１週間前までにすること。

　⑶　受講申込者は、申込みの際に手数料6,800円（福岡県領収証紙）を納付すること。

　⑷　講習会の当日は、筆記用具（ボールペン）、印鑑及び講習通知書並びにテキスト

「猟銃等取扱読本」を必ず持参すること。

　⑸　講習会に関する問合せは、住所地を管轄する警察署に対して行うこと。

　⑹　会場の都合等により、講習会の場所が隣接警察署等に変更となる場合もあるが、

その場合は、事前に受講希望者に連絡する。
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

福岡県公安委員会告示第98号

　銃砲刀剣類所持等取締法（昭和33年法律第６号）第５条の３第１項の規定に基づく猟

銃及び空気銃の所持に関する講習会（経験者に対する講習会）を次のとおり開催するの

で、銃砲刀剣類所持等取締法施行令（昭和33年政令第33号）第17条第２項の規定により

告示する。

　　平成27年４月３日

福岡県公安委員会　　

１　講習会の日時、場所等

２　講習の科目

　⑴　猟銃及び空気銃の所持に関する法令 

　⑵　猟銃及び空気銃の使用、保管等の取扱い

３　注意事項

　⑴　受講希望者は、猟銃等講習受講申込書に所定の事項を記入し、写真（申込み前６

か月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無背景の縦４センチメ－トル、横3.5

センチメートルのもの）を添えて、住所地を管轄する警察署に申し込むこと。

公安委員会
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日　　　時

平成27年６月４日（木）

午前９時00分～午後５時00分

平成27年６月18日（木）

午前９時00分～午後５時00分

筑紫野市大字柚須原

223番地25

福岡県立総合射撃場

場　　　所 受講可能人員

トラップ射撃

射撃方法

各日18名

日　　　時

平成27年６月４日（木）

午前９時00分～午後５時00分

筑紫野市大字柚須原

223番地25

福岡県立総合射撃場

場　　　所 受講可能人員

大口径

ライフル射撃

射撃方法

15名

講　習　期　日 講　習　時　間 講　習　場　所

平成27年５月20日

（水）から同年５

月28日（木）まで

の間

午前９時30分から午後５時30分まで（３日目から

６日目までの講習については、午後４時３５分ま

で、最終日の講習については、午後０時10分まで

とし、その後午後１時00分から修了考査を実施す

る。）

北九州市門司区

小森江三丁目９

番１号福岡県警

察警備員教育セ

ンター

　⑸　講習の当日は、耳栓、ベスト、雨具等射撃する際に必要な用具を必ず持参するこ

　　と。

　⑹　講習時間の都合上、射撃の練習を行う時間がないので、受講者は、事前に射撃の

練習をするように努めること。

　⑺　ライフル銃技能講習と散弾銃技能講習を同一日に受講することはできないので、

各々別の日に受講すること。

　⑻　講習に関する問合せは、住所地を管轄する警察署に対して行うこと。

　⑼　気象状況等により講習時間を変更する場合は、福岡県立総合射撃場が、事前に受

講希望者に連絡する。
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

福岡県公安委員会告示第106号

　警備業法（昭和47年法律第117号。以下「法」という。）第22条第２項第１号に規定

する警備員指導教育責任者講習（以下「講習」という。）及び警備員指導教育責任者及

び機械警備業務管理者に係る講習等に関する規則（昭和58年国家公安委員会規則第２号

。以下「講習規則」という。）第６条に規定する講習（以下「追加取得講習」という。

）を次のとおり実施するので、講習規則第２条の規定により公示する。

　　平成27年４月３日

福岡県公安委員会　　

１　講習の区分

　　法第２条第１項第１号に係る警備業務

２　講習の種別、期日、時間及び場所 

　⑴　法第22条第２項に規定する警備員指導教育責任者資格者証又は講習規則第７条に

規定する警備員指導教育責任者講習修了証明書（以下「指導教育責任者資格者証等

」という。）の交付を受けていない者に対して行う講習（以下「新規取得講習」と

いう。）

　⑵　上記申込みは、受講日の１週間前までにすること。

　⑶　受講申込者は、申込みの際に手数料3,000円（福岡県領収証紙）を納付すること。

　⑷　講習会の当日は、筆記用具、印鑑及び講習通知書並びにテキスト「猟銃等取扱い

の知識と実際」を必ず持参すること。

　⑸　講習会に関する問合せは、住所地を管轄する警察署に対して行うこと。
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

福岡県公安委員会告示第105号

　銃砲刀剣類所持等取締法（昭和33年法律第６号）第５条の５第１項の規定に基づく猟銃

の操作及び射撃の技能に関する講習（技能講習）を次のとおり開催するので告示する。

　　平成27年４月３日

福岡県公安委員会　　

１　散弾銃技能講習

２　ライフル銃技能講習・ライフル銃及び散弾銃以外の猟銃技能講習

３　注意事項

　⑴　受講希望者は、技能講習受講申込書に所定の事項を記入し、住所地を管轄する警

察署に申し込むこと。

　⑵　上記申込みは、受講日の１か月前までに申し込むこと。

　⑶　受講申込者は、申込みの際に手数料12,300円（福岡県領収証紙）を納付すること。

　⑷　講習の当日は、所持許可証、技能講習通知書、技能講習に用いる銃砲及び当該銃

砲に適合し、かつ、福岡県立総合射撃場で使用可能な実包を必ず持参すること。
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講　習  期  日 講　習　時　間 講　習　場　所

平成27年５月25日

（月）から同年５

月28日（木）まで

の間

午前９時30分から午後４時35分まで（初日の講習

は、午前10時25分から開始し、最終日の講習につ

いては、午後０時10分までとし、その後午後１時

00分から修了考査を実施する。）

北九州市門司区

小森江三丁目９

番１号福岡県警

察警備員教育セ

ンター

講　習  期  日 講　習　時　間 講　習　場　所

平成27年５月20日

（水）から同年５

月28日（木）まで

の間

午前９時30分から午後５時30分まで（３日目から

６日目までの講習については、午後４時３５分ま

で、最終日の講習については、午後０時10分まで

とし、その後午後１時00分から修了考査を実施す

る。）

北九州市門司区

小森江三丁目９

番１号福岡県警

察警備員教育セ

ンター

氏名 連絡先 活動区域

内　林　美恵子

佐　藤　隆　昭

井　上　道　人

坂　本　秀　代

後　藤　和　範

井　上　鴻　一

舌　間　建　喜

永　田　由美子

石　村　伸　男

丸　山　尊　祿

中　村　康　三

貞　閑　秀　男

満　生　博　文

井　上　耕　治

福　山　和　代

安　武　重次郎

松　村　秀　豊

片　岡　良　二

笹　山　守　人

迫　野　譲　二

長 　 隆 行

井　手　英　一

早　川　哲　也

大　崎　昭　彦

萩　尾　武　士

松　田　伸　一

森　本　多津秋

吉　村　雄　二

後　藤　武　司

緒　方　健　二

柳　田　　　豊

富　山　孝　昭

湯　浅　尊　臣

上　村　経　裕

有　留　美　樹

重　松　悦　子

鶴　田　満　徳

堀　江　伸　子

矢　野　幸　子

樫　本　幸　好

平　木　幸　子

上　野　晃　人

森　　　實二夫

結　城　満　義

平　野　健　蔵

三　原　啓　資

中　野　正　常

有　働　道　子

宮　崎　哲　夫

河　野　誠　司

高　田　　　晃

飯　田　昭　雄

中　原　茂　利

吉　野　裕　晴

永　尾　元　彦

山　下　邦　弘

若　林　桂　次

村　田　忠　照

水　岩　敏　昭

松　永　忠　義

丸　山　智　明

平　塚　德太郎

秋　月　利　彦

大　森　美世子

安　井　伊津雄

和　智　冏　子

矢　野　　　了

濱　田　俊　史

林 　 利 治

宮　地　久　男

原 　 哲 弘

芳 野 　 毅

向　井　浩　義

梶　原　茂　義

波多野　直　之

遠　藤　辰　信

小　川　順　一

手代木　勇　一

畑　野　建　三

濱小路　兼　生

山　下　康　子

仲　山　チエ子

坂　本　三　夫

菊　池　茂　樹

安　田　壽　廣

廣　木　　　美

山　口　三　男

門　田　正　信

杉　元　　　忍

山　田　耕　治

江　本　　　満

三 宅 　 昭

榎 　 信 義

増　田　和　政

井　上　豊　治

瓜　生　安　滉

尾　﨑　龍　司

児　玉　光　孝

山　本　岩　視

髙　倉　演　世

松　尾　健　一

前　川　信　行

入 舩 　 清

田　丸　米　藏

徳　野　康　博

吉　田　伸　宏

重　藤　将　宏

石　原　尚　典

中　野　勝　哉

梶　原　賢　一

角 　 正 司

八　尋　義　文

服　部　昌　子

田　中　幹　雄

大　谷　哲　也

熊　丸　雅　裕

前　岡　義　人

野　瀨　利　宗

成　清　　　勉

谷　川　侯　司

髙　鍋　伸　彦

山　口　龍　二

原　田　美　治

木　下　一　德

坂　梨　博　行

末　藤　勝　士

木　下　幹　雄

藤　原　優　子

田　中　一　枝

斉　藤　敏　博

　　　いる者

　　エ　検定規則附則第３条の規定による廃止前の警備員等の検定に関する規則（昭和

61年国家公安委員会規則第５号。以下「旧検定規則」という。）第１条第２項に

規定する当該警備業務に係る１級の検定（以下「旧１級検定」という。）に合格

した者

　　オ　旧検定規則第１条第２項に規定する当該警備業務の区分に係る２級の検定（以

下「旧２級検定」という。）に合格した警備員であって、当該検定に合格した後

、継続して１年以上当該警備業務の区分に係る警備業務に従事している者

　⑵　追加取得講習

　　　受講申込時において、当該講習以外の警備業務の区分に係る指導教育責任者資格

者証等の交付を受けている者であって、前記４⑴アからオまでのいずれかに該当す

る者

５　受講申込手続等

　⑴　受付期間

　　　平成27年４月20日（月）から同年４月22日（水）までの午前９時00分から午後５

時00分までの間

　⑵　受付場所

　　　北九州市門司区小森江三丁目９番１号

　　　福岡県警察警備員教育センター

　⑶　必要書類

　　ア　新規取得講習

　　　ア　警備員指導教育責任者講習受講申込書（講習規則別記様式第１号）１通

　　　　※　同申込書には、押印の上、申込前６月以内に撮影した無帽、無背景の顔写

真を貼付すること。

　　　イ　前記４⑴に掲げる受講対象者のいずれかに該当することを疎明する書面

　　　　ａ　アに該当する者

　　　　　　最近５年間に当該警備業務に従事した期間が３年以上であることを疎明す

る警備業者等が作成する書面（以下「警備業務従事証明書等」という。）及

び履歴書

　　

　※　上記表中「講習期日」のうち、福岡県の休日を定める条例（平成元年福岡県条例

第23号）第１条第１項に規定する県の休日（以下「県の休日」という。）について

は、休講とする。

　⑵　追加取得講習

３　受講定員

　⑴　新規取得講習

　　　42名

　⑵　追加取得講習

　　　６名

４　受講対象者

　⑴　新規取得講習

　　　受講申込時において、次のいずれかに該当する者とする。

　　ア　最近５年間に当該講習の区分に係る警備業務（以下「当該警備業務」という。

）に従事した期間が通算して３年以上である者

　　イ　警備員等の検定等に関する規則（平成17年国家公安委員会規則第20号。以下「

検定規則」という。）第４条に規定する１級の検定（当該警備業務の区分に係る

ものに限る。）に係る法第23条第４項の合格証明書（以下「合格証明書」という

　　　。）の交付を受けている者

　　ウ　検定規則第４条に規定する２級の検定（当該警備業務の区分に係るものに限る

。）に係る合格証明書の交付を受けている警備員であって、当該合格証明書の交

付を受けた後、継続して１年以上当該警備業務の区分に係る警備業務に従事して

　　　　ｂ　イに該当する者

　　　　　合格証明書（１級）の写し

　　　　ｃ　ウに該当する者 　

　　　　　　合格証明書（２級）の写し及び２級検定に合格した後、継続して１年以上

当該警備業務の区分に係る警備業務に従事していることを疎明する警備業務

従事証明書等

　　　　ｄ　エに該当する者

　　　　　　旧検定規則第８条の規定により交付された旧１級検定に係る検定合格証の

写し

　　　　ｅ　オに該当する者

　　　　　　旧検定規則第８条の規定により交付された旧２級検定に係る検定合格証の

写し及び旧２級検定に合格した後、継続して１年以上当該警備業務の区分に

係る警備業務に従事していることを疎明する警備業務従事証明書等

　　イ　追加取得講習

　　　ア　前記５⑶アに掲げる書面

　　　イ　当該講習以外の警備業務の区分に係る指導教育責任者資格者証等の写し

　⑷　講習受講手数料

　　ア　新規取得講習

　　　　47,000円

　　イ　追加取得講習

　　　　23,000円

　　　※　受講申込時、福岡県領収証紙により納付すること。

　　　　　また、納付した手数料については、受講申込みを取り消した場合又は受講し

　　　　なかった場合においても返還しない。

　⑸　申込方法等

　　ア　受講を希望する者は、まず前記５⑴の受付期間内に、必ず福岡県警察警備員教

育センターの受付専用電話（093（381）2627）に電話して受講希望の事前申込み

を行い、受付番号を取得すること。ただし、先着順で受付を行い、受付期間中で

あっても定員に達したときは、受付を行わないこととする。

　　　　　　　　 ▎ ▎ ▎ ▎ ▎ ▎ ▎ ▎ ▎ ▎ ▎ ▎ ▎ ▎ ▎ ▎ ▎ ▎ ▎ ▎ ▎ ▎ ▎

福岡県公安委員会告示第107号

　警備業法（昭和47年法律第117号）第23条に規定する検定を次のとおり実施するので

、警備員等の検定等に関する規則（平成17年国家公安委員会規則第20号。以下「検定規

則」という。）第７条の規定により公示する。

　　平成27年４月３日

福岡県公安委員会　　

１　検定の種別

　⑴　核燃料物質等危険物運搬警備業務１級

　⑵　核燃料物質等危険物運搬警備業務２級

２　検定の実施日、時間及び場所

　⑴　核燃料物質等危険物運搬警備業務１級

　⑵　核燃料物質等危険物運搬警備業務２級

　　※　上記各表の実施時間中、午前９時00分から午前９時30分までの間を受付時間と

し、午前９時30分から筆記試験を開始する。

　　　　また、全ての試験が終了した時点をもって、検定終了時刻とする。

３　受検定員

　　各検定15名

４　受検資格

　⑴　核燃料物質等危険物運搬警備業務１級

　　　福岡県内に住所を有する者又は福岡県内の営業所に属する警備員であって、次の

いずれかに該当するもの

　　ア　申込時に、検定を受けようとする警備業務の種別について２級の検定に係る

　　　イ　法令に関すること。

　　　ウ　核燃料物質等危険物に関すること。

　　　エ　車両による伴走及び周囲の見張りに関すること。

　　　オ　核燃料物質等危険物に係る盗難等の事故が発生した場合における応急の　　

　措置に関すること。

　　イ　実技試験

　　　ア　車両による伴走及び周囲の見張りに関すること。

　　　イ　核燃料物質等危険物に係る盗難等の事故が発生した場合における応急の　　

　措置に関すること。

７　検定申請手続等

　⑴　受付期間

　　　平成27年６月１日（月）から同年６月３日（水）までの午前９時00分から午後５

時00分までの間（正午から午後１時00分までの間を除く。）

　⑵　受検申請手続期間

　　　事前（電話）申込日又はその翌日の午前９時00分から午後５時00分までの間（正

午から午後１時00分までの間を除く。）

　⑶　受検申請手続場所

　　ア　住所地を管轄する警察署

　　イ　営業所を管轄する警察署

　⑷　必要書類

　　ア　必須書類

　　　ア　検定申請書（検定規則別記様式第１号）１通

　　　イ　写真２枚（申請前６月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無背景の

　　　　縦の長さ３センチメートル、横の長さ2.4センチメートルの写真で、その裏面

に氏名及び撮影年月日を記入したもの）

　　イ　必要に応じて添付すべき書類

　　　ア　住所地を管轄する警察署に申請する場合

　　　　　住所地を疎明する書面（住民票の写しのコピー、運転免許証のコピー等）

　　　イ　営業所を管轄する警察署に申請する場合

　⑴　検定当日は、受検票、筆記用具及び動きやすい服装（靴）を必ず持参すること。

　⑵　検定に関する問い合わせは、福岡県の休日を定める条例（平成元年福岡県条例第

23号）第１条第１項に規定する県の休日を除く毎日、午前９時00分から午後５時45

分までの間（正午から午後１時00分までの間を除く。）、福岡県警察本部生活保安

課警備業係（電話092（641）4141内線3173、3174）又は福岡県警察警備員教育セン

ター（電話093（381）2627）に対して行うこと。

　⑶　検定申請書（検定規則別記様式第１号）については、各警察署の生活安全課又は

生活安全刑事課において受け取ることができる（同申請書には押印が必要）。

　⑷　福岡県領収証紙の売りさばき人情報については、福岡県のホームページ（URL：

http://www.pref.fukuoka.lg.jp/f04/kkaikei.html）で確認することができる。
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

福岡県公安委員会告示第108号

　警備業法（昭和47年法律第117号）第23条に規定する検定を次のとおり実施するので

、警備員等の検定等に関する規則（平成17年国家公安委員会規則第20号。以下「検定規

則」という。）第７条の規定により公示する。　

　　平成27年４月３日

福岡県公安委員会　　

１　検定の種別

　　交通誘導警備業務２級

２　検定の実施日、時間及び場所

　　※　上記表の実施時間中、午前９時00分から午前９時30分までの間を受付時間とし、

午前９時30分から筆記試験を開始する。

　　　　また、全ての試験が終了した時点をもって、検定終了時刻とする。

３　受検定員

　　各検定15名

４　受検資格

　　　ア　検定申請書（検定規則別記様式第１号）１通

　　　イ　写真２枚（申請前６月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無背景の縦の

長さ３センチメートル、横の長さ2.4センチメートルの写真で、その裏面に氏

名及び撮影年月日を記入したもの）

　　イ　必要に応じて添付すべき書類

　　　ア　住所地を管轄する警察署に申請する場合

　　　　　住所地を疎明する書面（住民票の写しのコピー、運転免許証のコピー等）

　　　イ　営業所を管轄する警察署に申請する場合

　　　　　営業所に属していることを疎明する書面（営業所所属証明書等）

　⑸　検定手数料

　　　14,000円

　　※　検定手数料については、福岡県領収証紙により納付すること。

　　　　また、検定手数料は、申請受付後に申請を取り消した場合又は受検しなかった

　　　場合についても返還しない。

　⑹　申請方法

　　ア　受検を希望する者は、原則として受検希望者本人が、まず前記７⑴の事前（電

話）受付期間内に、必ず福岡県警察警備員教育センターの受付専用電話（093（

381）2627）に電話して事前申込み（１電話につき１名）を行い、事前受付番号

を取得すること。ただし、先着順で事前受付を行い、受付期間中であっても、定

員に達したときは受付を締め切ることとする。

　　　※　受付専用電話以外での事前受付は、一切行わない。

　　イ　事前（電話）申込みを行い事前受付番号を取得した者は、前記７⑵のとおり、

事前申込みを行った当日又はその翌日の午前９時00分から午後５時00分までの間

（正午から午後１時00分までの間を除く。）に、前記７⑶のとおり、住所地又は

営業所の所在地を管轄する警察署に事前受付番号を申告するとともに、前記７⑷

に掲げる必要書類に検定手数料を添えて受検申請し、受検票の交付を受けること。

　　　※　書類持参以外の方法による申込み（郵送等）は、一切受け付けない。

　　ウ　事前受付番号を取得した場合であっても、前記７⑵の受検申請手続期間（２日

間）内に受検申請手続きを行わなかった者の事前受付番号及び事前申込みは、無
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氏名 連絡先 活動区域

内　林　美恵子

佐　藤　隆　昭

井　上　道　人

坂　本　秀　代

後　藤　和　範

井　上　鴻　一

舌　間　建　喜

永　田　由美子

石　村　伸　男

丸　山　尊　祿

中　村　康　三

貞　閑　秀　男

満　生　博　文

井　上　耕　治

福　山　和　代

安　武　重次郎

松　村　秀　豊

片　岡　良　二

笹　山　守　人

迫　野　譲　二

長 　 隆 行

井　手　英　一

早　川　哲　也

大　崎　昭　彦

萩　尾　武　士

松　田　伸　一

森　本　多津秋

吉　村　雄　二

後　藤　武　司

緒　方　健　二

柳　田　　　豊

富　山　孝　昭

湯　浅　尊　臣

上　村　経　裕

有　留　美　樹

重　松　悦　子

鶴　田　満　徳

堀　江　伸　子

矢　野　幸　子

樫　本　幸　好

平　木　幸　子

上　野　晃　人

森　　　實二夫

結　城　満　義

平　野　健　蔵

三　原　啓　資

中　野　正　常

有　働　道　子

宮　崎　哲　夫

河　野　誠　司

高　田　　　晃

飯　田　昭　雄

中　原　茂　利

吉　野　裕　晴

永　尾　元　彦

山　下　邦　弘

若　林　桂　次

村　田　忠　照

水　岩　敏　昭

松　永　忠　義

丸　山　智　明

平　塚　德太郎

秋　月　利　彦

大　森　美世子

安　井　伊津雄

和　智　冏　子

矢　野　　　了

濱　田　俊　史

林 　 利 治

宮　地　久　男

原 　 哲 弘

芳 野 　 毅

向　井　浩　義

梶　原　茂　義

波多野　直　之

遠　藤　辰　信

小　川　順　一

手代木　勇　一

畑　野　建　三

濱小路　兼　生

山　下　康　子

仲　山　チエ子

坂　本　三　夫

菊　池　茂　樹

安　田　壽　廣

廣　木　　　美

山　口　三　男

門　田　正　信

杉　元　　　忍

山　田　耕　治

江　本　　　満

三 宅 　 昭

榎 　 信 義

増　田　和　政

井　上　豊　治

瓜　生　安　滉

尾　﨑　龍　司

児　玉　光　孝

山　本　岩　視

髙　倉　演　世

松　尾　健　一

前　川　信　行

入 舩 　 清

田　丸　米　藏

徳　野　康　博

吉　田　伸　宏

重　藤　将　宏

石　原　尚　典

中　野　勝　哉

梶　原　賢　一

角 　 正 司

八　尋　義　文

服　部　昌　子

田　中　幹　雄

大　谷　哲　也

熊　丸　雅　裕

前　岡　義　人

野　瀨　利　宗

成　清　　　勉

谷　川　侯　司

髙　鍋　伸　彦

山　口　龍　二

原　田　美　治

木　下　一　德

坂　梨　博　行

末　藤　勝　士

　　

　※　上記表中「講習期日」のうち、福岡県の休日を定める条例（平成元年福岡県条例

第23号）第１条第１項に規定する県の休日（以下「県の休日」という。）について

は、休講とする。

　⑵　追加取得講習

３　受講定員

　⑴　新規取得講習

　　　42名

　⑵　追加取得講習

　　　６名

４　受講対象者

　⑴　新規取得講習

　　　受講申込時において、次のいずれかに該当する者とする。

　　ア　最近５年間に当該講習の区分に係る警備業務（以下「当該警備業務」という。

）に従事した期間が通算して３年以上である者

　　イ　警備員等の検定等に関する規則（平成17年国家公安委員会規則第20号。以下「

検定規則」という。）第４条に規定する１級の検定（当該警備業務の区分に係る

ものに限る。）に係る法第23条第４項の合格証明書（以下「合格証明書」という

　　　。）の交付を受けている者

　　ウ　検定規則第４条に規定する２級の検定（当該警備業務の区分に係るものに限る

。）に係る合格証明書の交付を受けている警備員であって、当該合格証明書の交

付を受けた後、継続して１年以上当該警備業務の区分に係る警備業務に従事して

　　　※　受付専用電話以外での事前受付は、一切行わない。

　　イ　受付番号を取得した者は、事前申込みを行った当日を含めた２日以内の午前９

時00分から午後５時00分までの間（正午から午後１時00分までの間を除く。）に

、受付場所である福岡県警察警備員教育センターに赴き、受付番号を申告すると

ともに、前記５⑶に掲げる必要書類に受講手数料を添えて受講申込みを行うこと

。

　　ウ　受付番号を取得した場合であっても、事前申込みを行った当日を含めた２日以

内に、受講申込手続を行わなかった者の受付番号及び事前申込みは、無効とする。

　　エ　受講申込みは、原則として受講希望者本人が行うこと。ただし、やむを得ない

事情等により代理人が行う場合は、受講希望者本人の委任状（本人が署名したも

のに限る。）を持参すること。

６　講習修了証明書の交付等

　⑴　各講習最終日に修了考査を実施する。

　⑵　新規取得講習又は追加取得講習の課程を修了し、かつ、修了考査に合格（80パー

セント以上の成績を合格とする。）した者に対し、警備員指導教育責任者講習修了

証明書を交付する。

７　その他

　⑴　講習受講の際には、筆記用具及び受講申込み時に交付を受けた講習教本を必ず持

参すること。

　　　また、講習の中で実技訓練（救急法、護身術）を行うので、実技訓練実施日にお

いては動きやすい服装を用意すること（各受講者への貸与ロッカー有り）。

　⑵　講習に関する問合せは、県の休日を除く毎日、午前９時00分から午後５時45分ま

での間（正午から午後１時00分までの間を除く。）、福岡県警察本部生活保安課警

備業係（電話092（641）4141内線3173、3174）又は福岡県警察警備員教育センター

（電話093（381）2627）に対して行うこと。

　⑶　受講申込書（講習規則別記様式第１号）については、各警察署の生活安全課（生

活安全刑事課）又は福岡県警察警備員教育センターにおいて受け取ることができる。

　⑷　福岡県領収証紙については、受付場所である福岡県警察警備員教育センターでは

販売していないことから、受講申込みに際しては、事前に購入しておくこと。

　　　　ｂ　イに該当する者

　　　　　合格証明書（１級）の写し

　　　　ｃ　ウに該当する者 　

　　　　　　合格証明書（２級）の写し及び２級検定に合格した後、継続して１年以上

当該警備業務の区分に係る警備業務に従事していることを疎明する警備業務

従事証明書等

　　　　ｄ　エに該当する者

　　　　　　旧検定規則第８条の規定により交付された旧１級検定に係る検定合格証の

写し

　　　　ｅ　オに該当する者

　　　　　　旧検定規則第８条の規定により交付された旧２級検定に係る検定合格証の

写し及び旧２級検定に合格した後、継続して１年以上当該警備業務の区分に

係る警備業務に従事していることを疎明する警備業務従事証明書等

　　イ　追加取得講習

　　　ア　前記５⑶アに掲げる書面

　　　イ　当該講習以外の警備業務の区分に係る指導教育責任者資格者証等の写し

　⑷　講習受講手数料

　　ア　新規取得講習

　　　　47,000円

　　イ　追加取得講習

　　　　23,000円

　　　※　受講申込時、福岡県領収証紙により納付すること。

　　　　　また、納付した手数料については、受講申込みを取り消した場合又は受講し

　　　　なかった場合においても返還しない。

　⑸　申込方法等

　　ア　受講を希望する者は、まず前記５⑴の受付期間内に、必ず福岡県警察警備員教

育センターの受付専用電話（093（381）2627）に電話して受講希望の事前申込み

を行い、受付番号を取得すること。ただし、先着順で受付を行い、受付期間中で

あっても定員に達したときは、受付を行わないこととする。

　　　　　　　　 ▎ ▎ ▎ ▎ ▎ ▎ ▎ ▎ ▎ ▎ ▎ ▎ ▎ ▎ ▎ ▎ ▎ ▎ ▎ ▎ ▎ ▎ ▎

福岡県公安委員会告示第107号

　警備業法（昭和47年法律第117号）第23条に規定する検定を次のとおり実施するので

、警備員等の検定等に関する規則（平成17年国家公安委員会規則第20号。以下「検定規

則」という。）第７条の規定により公示する。

　　平成27年４月３日

福岡県公安委員会　　

１　検定の種別

　⑴　核燃料物質等危険物運搬警備業務１級

　⑵　核燃料物質等危険物運搬警備業務２級

２　検定の実施日、時間及び場所

　⑴　核燃料物質等危険物運搬警備業務１級

　⑵　核燃料物質等危険物運搬警備業務２級

　　※　上記各表の実施時間中、午前９時00分から午前９時30分までの間を受付時間と

し、午前９時30分から筆記試験を開始する。

　　　　また、全ての試験が終了した時点をもって、検定終了時刻とする。

３　受検定員

　　各検定15名

４　受検資格

　⑴　核燃料物質等危険物運搬警備業務１級

　　　福岡県内に住所を有する者又は福岡県内の営業所に属する警備員であって、次の

いずれかに該当するもの

　　ア　申込時に、検定を受けようとする警備業務の種別について２級の検定に係る

　　　イ　法令に関すること。

　　　ウ　核燃料物質等危険物に関すること。

　　　エ　車両による伴走及び周囲の見張りに関すること。

　　　オ　核燃料物質等危険物に係る盗難等の事故が発生した場合における応急の　　

　措置に関すること。

　　イ　実技試験

　　　ア　車両による伴走及び周囲の見張りに関すること。

　　　イ　核燃料物質等危険物に係る盗難等の事故が発生した場合における応急の　　

　措置に関すること。

７　検定申請手続等

　⑴　受付期間

　　　平成27年６月１日（月）から同年６月３日（水）までの午前９時00分から午後５

時00分までの間（正午から午後１時00分までの間を除く。）

　⑵　受検申請手続期間

　　　事前（電話）申込日又はその翌日の午前９時00分から午後５時00分までの間（正

午から午後１時00分までの間を除く。）

　⑶　受検申請手続場所

　　ア　住所地を管轄する警察署

　　イ　営業所を管轄する警察署

　⑷　必要書類

　　ア　必須書類

　　　ア　検定申請書（検定規則別記様式第１号）１通

　　　イ　写真２枚（申請前６月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無背景の

　　　　縦の長さ３センチメートル、横の長さ2.4センチメートルの写真で、その裏面

に氏名及び撮影年月日を記入したもの）

　　イ　必要に応じて添付すべき書類

　　　ア　住所地を管轄する警察署に申請する場合

　　　　　住所地を疎明する書面（住民票の写しのコピー、運転免許証のコピー等）

　　　イ　営業所を管轄する警察署に申請する場合

　⑴　検定当日は、受検票、筆記用具及び動きやすい服装（靴）を必ず持参すること。

　⑵　検定に関する問い合わせは、福岡県の休日を定める条例（平成元年福岡県条例第

23号）第１条第１項に規定する県の休日を除く毎日、午前９時00分から午後５時45

分までの間（正午から午後１時00分までの間を除く。）、福岡県警察本部生活保安

課警備業係（電話092（641）4141内線3173、3174）又は福岡県警察警備員教育セン

ター（電話093（381）2627）に対して行うこと。

　⑶　検定申請書（検定規則別記様式第１号）については、各警察署の生活安全課又は

生活安全刑事課において受け取ることができる（同申請書には押印が必要）。

　⑷　福岡県領収証紙の売りさばき人情報については、福岡県のホームページ（URL：

http://www.pref.fukuoka.lg.jp/f04/kkaikei.html）で確認することができる。
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

福岡県公安委員会告示第108号

　警備業法（昭和47年法律第117号）第23条に規定する検定を次のとおり実施するので

、警備員等の検定等に関する規則（平成17年国家公安委員会規則第20号。以下「検定規

則」という。）第７条の規定により公示する。　

　　平成27年４月３日

福岡県公安委員会　　

１　検定の種別

　　交通誘導警備業務２級

２　検定の実施日、時間及び場所

　　※　上記表の実施時間中、午前９時00分から午前９時30分までの間を受付時間とし、

午前９時30分から筆記試験を開始する。

　　　　また、全ての試験が終了した時点をもって、検定終了時刻とする。

３　受検定員

　　各検定15名

４　受検資格

　　　ア　検定申請書（検定規則別記様式第１号）１通

　　　イ　写真２枚（申請前６月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無背景の縦の

長さ３センチメートル、横の長さ2.4センチメートルの写真で、その裏面に氏

名及び撮影年月日を記入したもの）

　　イ　必要に応じて添付すべき書類

　　　ア　住所地を管轄する警察署に申請する場合

　　　　　住所地を疎明する書面（住民票の写しのコピー、運転免許証のコピー等）

　　　イ　営業所を管轄する警察署に申請する場合

　　　　　営業所に属していることを疎明する書面（営業所所属証明書等）

　⑸　検定手数料

　　　14,000円

　　※　検定手数料については、福岡県領収証紙により納付すること。

　　　　また、検定手数料は、申請受付後に申請を取り消した場合又は受検しなかった

　　　場合についても返還しない。

　⑹　申請方法

　　ア　受検を希望する者は、原則として受検希望者本人が、まず前記７⑴の事前（電

話）受付期間内に、必ず福岡県警察警備員教育センターの受付専用電話（093（

381）2627）に電話して事前申込み（１電話につき１名）を行い、事前受付番号

を取得すること。ただし、先着順で事前受付を行い、受付期間中であっても、定

員に達したときは受付を締め切ることとする。

　　　※　受付専用電話以外での事前受付は、一切行わない。

　　イ　事前（電話）申込みを行い事前受付番号を取得した者は、前記７⑵のとおり、

事前申込みを行った当日又はその翌日の午前９時00分から午後５時00分までの間

（正午から午後１時00分までの間を除く。）に、前記７⑶のとおり、住所地又は

営業所の所在地を管轄する警察署に事前受付番号を申告するとともに、前記７⑷

に掲げる必要書類に検定手数料を添えて受検申請し、受検票の交付を受けること。

　　　※　書類持参以外の方法による申込み（郵送等）は、一切受け付けない。

　　ウ　事前受付番号を取得した場合であっても、前記７⑵の受検申請手続期間（２日

間）内に受検申請手続きを行わなかった者の事前受付番号及び事前申込みは、無
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実　　施　　日    実　施　時　間 実　施　場　所
平成27年７月７日（火） 午前９時00分から午後

６時00分までの間

北九州市門司区小森江三丁目９番１号

福岡県警察警備員教育センター

実　　施　　日    実　施　時　間 実　施　場　所

平成27年７月８日（水） 午前９時00分から午後

６時00分までの間

北九州市門司区小森江三丁目９番１号

福岡県警察警備員教育センター

092-734-0110
中央警察署（少年係） 中央警察署の管轄区域

内　林　美恵子

佐　藤　隆　昭

井　上　道　人

坂　本　秀　代

後　藤　和　範

井　上　鴻　一

舌　間　建　喜

永　田　由美子

石　村　伸　男

丸　山　尊　祿

中　村　康　三

貞　閑　秀　男

満　生　博　文

井　上　耕　治

福　山　和　代

安　武　重次郎

松　村　秀　豊

片　岡　良　二

笹　山　守　人

迫　野　譲　二

長 　 隆 行

井　手　英　一

早　川　哲　也

大　崎　昭　彦

萩　尾　武　士

松　田　伸　一

森　本　多津秋

吉　村　雄　二

後　藤　武　司

緒　方　健　二

柳　田　　　豊

富　山　孝　昭

湯　浅　尊　臣

上　村　経　裕

有　留　美　樹

重　松　悦　子

鶴　田　満　徳

堀　江　伸　子

矢　野　幸　子

樫　本　幸　好

平　木　幸　子

上　野　晃　人

森　　　實二夫

結　城　満　義

平　野　健　蔵

三　原　啓　資

中　野　正　常

有　働　道　子

宮　崎　哲　夫

河　野　誠　司

高　田　　　晃

飯　田　昭　雄

中　原　茂　利

吉　野　裕　晴

永　尾　元　彦

山　下　邦　弘

若　林　桂　次

村　田　忠　照

水　岩　敏　昭

松　永　忠　義

丸　山　智　明

平　塚　德太郎

秋　月　利　彦

大　森　美世子

安　井　伊津雄

和　智　冏　子

矢　野　　　了

濱　田　俊　史

林 　 利 治

宮　地　久　男

原 　 哲 弘

芳 野 　 毅

向　井　浩　義

梶　原　茂　義

波多野　直　之

遠　藤　辰　信

小　川　順　一

手代木　勇　一

畑　野　建　三

濱小路　兼　生

山　下　康　子

仲　山　チエ子

坂　本　三　夫

菊　池　茂　樹

安　田　壽　廣

廣　木　　　美

山　口　三　男

門　田　正　信

杉　元　　　忍

山　田　耕　治

江　本　　　満

三 宅 　 昭

榎 　 信 義

増　田　和　政

井　上　豊　治

瓜　生　安　滉

尾　﨑　龍　司

児　玉　光　孝

山　本　岩　視

髙　倉　演　世

松　尾　健　一

前　川　信　行

入 舩 　 清

田　丸　米　藏

徳　野　康　博

吉　田　伸　宏

重　藤　将　宏

石　原　尚　典

中　野　勝　哉

梶　原　賢　一

角 　 正 司

八　尋　義　文

服　部　昌　子

田　中　幹　雄

大　谷　哲　也

熊　丸　雅　裕

前　岡　義　人

野　瀨　利　宗

成　清　　　勉

谷　川　侯　司

髙　鍋　伸　彦

山　口　龍　二

原　田　美　治

木　下　一　德

坂　梨　博　行

末　藤　勝　士

木　下　幹　雄

藤　原　優　子

田　中　一　枝

斉　藤　敏　博

　　

　※　上記表中「講習期日」のうち、福岡県の休日を定める条例（平成元年福岡県条例

第23号）第１条第１項に規定する県の休日（以下「県の休日」という。）について

は、休講とする。

　⑵　追加取得講習

３　受講定員

　⑴　新規取得講習

　　　42名

　⑵　追加取得講習

　　　６名

４　受講対象者

　⑴　新規取得講習

　　　受講申込時において、次のいずれかに該当する者とする。

　　ア　最近５年間に当該講習の区分に係る警備業務（以下「当該警備業務」という。

）に従事した期間が通算して３年以上である者

　　イ　警備員等の検定等に関する規則（平成17年国家公安委員会規則第20号。以下「

検定規則」という。）第４条に規定する１級の検定（当該警備業務の区分に係る

ものに限る。）に係る法第23条第４項の合格証明書（以下「合格証明書」という

　　　。）の交付を受けている者

　　ウ　検定規則第４条に規定する２級の検定（当該警備業務の区分に係るものに限る

。）に係る合格証明書の交付を受けている警備員であって、当該合格証明書の交

付を受けた後、継続して１年以上当該警備業務の区分に係る警備業務に従事して

　　　　ｂ　イに該当する者

　　　　　合格証明書（１級）の写し

　　　　ｃ　ウに該当する者 　

　　　　　　合格証明書（２級）の写し及び２級検定に合格した後、継続して１年以上

当該警備業務の区分に係る警備業務に従事していることを疎明する警備業務

従事証明書等

　　　　ｄ　エに該当する者

　　　　　　旧検定規則第８条の規定により交付された旧１級検定に係る検定合格証の

写し

　　　　ｅ　オに該当する者

　　　　　　旧検定規則第８条の規定により交付された旧２級検定に係る検定合格証の

写し及び旧２級検定に合格した後、継続して１年以上当該警備業務の区分に

係る警備業務に従事していることを疎明する警備業務従事証明書等

　　イ　追加取得講習

　　　ア　前記５⑶アに掲げる書面

　　　イ　当該講習以外の警備業務の区分に係る指導教育責任者資格者証等の写し

　⑷　講習受講手数料

　　ア　新規取得講習

　　　　47,000円

　　イ　追加取得講習

　　　　23,000円

　　　※　受講申込時、福岡県領収証紙により納付すること。

　　　　　また、納付した手数料については、受講申込みを取り消した場合又は受講し

　　　　なかった場合においても返還しない。

　⑸　申込方法等

　　ア　受講を希望する者は、まず前記５⑴の受付期間内に、必ず福岡県警察警備員教

育センターの受付専用電話（093（381）2627）に電話して受講希望の事前申込み

を行い、受付番号を取得すること。ただし、先着順で受付を行い、受付期間中で

あっても定員に達したときは、受付を行わないこととする。

　　　合格証明書の交付を受けている者であって、当該合格証明書の交付を受けた後、

　　　当該種別の警備業務に従事している期間が１年以上であるもの

　　イ　都道府県公安委員会が前記アに掲げる者と同等以上の知識及び能力を有すると

認める者

　⑵　核燃料物質等危険物運搬警備業務２級

　　福岡県内に住所を有する者又は福岡県内の営業所に属する警備員

５　検定の方法

　　検定は、学科試験及び実技試験により行う。

　　なお、学科試験（５枝択一式20問）の後、実技試験を行うが、学科試験において不

合格（90パーセント以上の成績に満たない場合）となった者については実技試験を行

わない。

６　学科試験及び実技試験

　⑴　核燃料物質等危険物運搬警備業務１級

　　ア　学科試験

　　　ア　警備業務に関する基本的な事項

　　　イ　法令に関すること。

　　　ウ　核燃料物質等危険物に関すること。

　　　エ　車両による伴走及び周囲の見張りに関すること。

　　　オ　核燃料物質等危険物運搬警備業務の管理に関すること。

　　　カ　核燃料物質等危険物に係る盗難等の事故が発生した場合における応急の

　　　　措置に関すること。

　　イ　実技試験

　　　ア　車両による伴走及び周囲の見張りに関すること。

　　　イ　核燃料物質等危険物運搬警備業務の管理に関すること。

　　　ウ　核燃料物質等危険物に係る盗難等の事故が発生した場合における応急の　　

　措置に関すること。

　⑵　核燃料物質等危険物運搬警備業務２級

　　ア　学科試験

　　　ア　警備業務に関する基本的な事項

　　　　　　　　 ▎ ▎ ▎ ▎ ▎ ▎ ▎ ▎ ▎ ▎ ▎ ▎ ▎ ▎ ▎ ▎ ▎ ▎ ▎ ▎ ▎ ▎ ▎

福岡県公安委員会告示第107号

　警備業法（昭和47年法律第117号）第23条に規定する検定を次のとおり実施するので

、警備員等の検定等に関する規則（平成17年国家公安委員会規則第20号。以下「検定規

則」という。）第７条の規定により公示する。

　　平成27年４月３日

福岡県公安委員会　　

１　検定の種別

　⑴　核燃料物質等危険物運搬警備業務１級

　⑵　核燃料物質等危険物運搬警備業務２級

２　検定の実施日、時間及び場所

　⑴　核燃料物質等危険物運搬警備業務１級

　⑵　核燃料物質等危険物運搬警備業務２級

　　※　上記各表の実施時間中、午前９時00分から午前９時30分までの間を受付時間と

し、午前９時30分から筆記試験を開始する。

　　　　また、全ての試験が終了した時点をもって、検定終了時刻とする。

３　受検定員

　　各検定15名

４　受検資格

　⑴　核燃料物質等危険物運搬警備業務１級

　　　福岡県内に住所を有する者又は福岡県内の営業所に属する警備員であって、次の

いずれかに該当するもの

　　ア　申込時に、検定を受けようとする警備業務の種別について２級の検定に係る

　　　イ　法令に関すること。

　　　ウ　核燃料物質等危険物に関すること。

　　　エ　車両による伴走及び周囲の見張りに関すること。

　　　オ　核燃料物質等危険物に係る盗難等の事故が発生した場合における応急の　　

　措置に関すること。

　　イ　実技試験

　　　ア　車両による伴走及び周囲の見張りに関すること。

　　　イ　核燃料物質等危険物に係る盗難等の事故が発生した場合における応急の　　

　措置に関すること。

７　検定申請手続等

　⑴　受付期間

　　　平成27年６月１日（月）から同年６月３日（水）までの午前９時00分から午後５

時00分までの間（正午から午後１時00分までの間を除く。）

　⑵　受検申請手続期間

　　　事前（電話）申込日又はその翌日の午前９時00分から午後５時00分までの間（正

午から午後１時00分までの間を除く。）

　⑶　受検申請手続場所

　　ア　住所地を管轄する警察署

　　イ　営業所を管轄する警察署

　⑷　必要書類

　　ア　必須書類

　　　ア　検定申請書（検定規則別記様式第１号）１通

　　　イ　写真２枚（申請前６月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無背景の

　　　　縦の長さ３センチメートル、横の長さ2.4センチメートルの写真で、その裏面

に氏名及び撮影年月日を記入したもの）

　　イ　必要に応じて添付すべき書類

　　　ア　住所地を管轄する警察署に申請する場合

　　　　　住所地を疎明する書面（住民票の写しのコピー、運転免許証のコピー等）

　　　イ　営業所を管轄する警察署に申請する場合

　⑴　検定当日は、受検票、筆記用具及び動きやすい服装（靴）を必ず持参すること。

　⑵　検定に関する問い合わせは、福岡県の休日を定める条例（平成元年福岡県条例第

23号）第１条第１項に規定する県の休日を除く毎日、午前９時00分から午後５時45

分までの間（正午から午後１時00分までの間を除く。）、福岡県警察本部生活保安

課警備業係（電話092（641）4141内線3173、3174）又は福岡県警察警備員教育セン

ター（電話093（381）2627）に対して行うこと。

　⑶　検定申請書（検定規則別記様式第１号）については、各警察署の生活安全課又は

生活安全刑事課において受け取ることができる（同申請書には押印が必要）。

　⑷　福岡県領収証紙の売りさばき人情報については、福岡県のホームページ（URL：

http://www.pref.fukuoka.lg.jp/f04/kkaikei.html）で確認することができる。
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

福岡県公安委員会告示第108号

　警備業法（昭和47年法律第117号）第23条に規定する検定を次のとおり実施するので

、警備員等の検定等に関する規則（平成17年国家公安委員会規則第20号。以下「検定規

則」という。）第７条の規定により公示する。　

　　平成27年４月３日

福岡県公安委員会　　

１　検定の種別

　　交通誘導警備業務２級

２　検定の実施日、時間及び場所

　　※　上記表の実施時間中、午前９時00分から午前９時30分までの間を受付時間とし、

午前９時30分から筆記試験を開始する。

　　　　また、全ての試験が終了した時点をもって、検定終了時刻とする。

３　受検定員

　　各検定15名

４　受検資格

　　　ア　検定申請書（検定規則別記様式第１号）１通

　　　イ　写真２枚（申請前６月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無背景の縦の

長さ３センチメートル、横の長さ2.4センチメートルの写真で、その裏面に氏

名及び撮影年月日を記入したもの）

　　イ　必要に応じて添付すべき書類

　　　ア　住所地を管轄する警察署に申請する場合

　　　　　住所地を疎明する書面（住民票の写しのコピー、運転免許証のコピー等）

　　　イ　営業所を管轄する警察署に申請する場合

　　　　　営業所に属していることを疎明する書面（営業所所属証明書等）

　⑸　検定手数料

　　　14,000円

　　※　検定手数料については、福岡県領収証紙により納付すること。

　　　　また、検定手数料は、申請受付後に申請を取り消した場合又は受検しなかった

　　　場合についても返還しない。

　⑹　申請方法

　　ア　受検を希望する者は、原則として受検希望者本人が、まず前記７⑴の事前（電

話）受付期間内に、必ず福岡県警察警備員教育センターの受付専用電話（093（

381）2627）に電話して事前申込み（１電話につき１名）を行い、事前受付番号

を取得すること。ただし、先着順で事前受付を行い、受付期間中であっても、定

員に達したときは受付を締め切ることとする。

　　　※　受付専用電話以外での事前受付は、一切行わない。

　　イ　事前（電話）申込みを行い事前受付番号を取得した者は、前記７⑵のとおり、

事前申込みを行った当日又はその翌日の午前９時00分から午後５時00分までの間

（正午から午後１時00分までの間を除く。）に、前記７⑶のとおり、住所地又は

営業所の所在地を管轄する警察署に事前受付番号を申告するとともに、前記７⑷

に掲げる必要書類に検定手数料を添えて受検申請し、受検票の交付を受けること。

　　　※　書類持参以外の方法による申込み（郵送等）は、一切受け付けない。

　　ウ　事前受付番号を取得した場合であっても、前記７⑵の受検申請手続期間（２日

間）内に受検申請手続きを行わなかった者の事前受付番号及び事前申込みは、無
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092-734-0110
中央警察署（少年係） 中央警察署の管轄区域

内　林　美恵子

佐　藤　隆　昭

井　上　道　人

坂　本　秀　代

後　藤　和　範

井　上　鴻　一

舌　間　建　喜

永　田　由美子

石　村　伸　男

丸　山　尊　祿

中　村　康　三

貞　閑　秀　男

満　生　博　文

井　上　耕　治

福　山　和　代

安　武　重次郎

松　村　秀　豊

片　岡　良　二

笹　山　守　人

迫　野　譲　二

長 　 隆 行

井　手　英　一

早　川　哲　也

大　崎　昭　彦

萩　尾　武　士

松　田　伸　一

森　本　多津秋

吉　村　雄　二

後　藤　武　司

緒　方　健　二

柳　田　　　豊

富　山　孝　昭

湯　浅　尊　臣

上　村　経　裕

有　留　美　樹

重　松　悦　子

鶴　田　満　徳

堀　江　伸　子

矢　野　幸　子

樫　本　幸　好

平　木　幸　子

上　野　晃　人

森　　　實二夫

結　城　満　義

平　野　健　蔵

三　原　啓　資

中　野　正　常

有　働　道　子

宮　崎　哲　夫

河　野　誠　司

高　田　　　晃

飯　田　昭　雄

中　原　茂　利

吉　野　裕　晴

永　尾　元　彦

山　下　邦　弘

若　林　桂　次

村　田　忠　照

水　岩　敏　昭

松　永　忠　義

丸　山　智　明

平　塚　德太郎

秋　月　利　彦

大　森　美世子

安　井　伊津雄

和　智　冏　子

矢　野　　　了

濱　田　俊　史

林 　 利 治

宮　地　久　男

原 　 哲 弘

芳 野 　 毅

向　井　浩　義

梶　原　茂　義

波多野　直　之

遠　藤　辰　信

小　川　順　一

手代木　勇　一

畑　野　建　三

濱小路　兼　生

山　下　康　子

仲　山　チエ子

坂　本　三　夫

菊　池　茂　樹

安　田　壽　廣

廣　木　　　美

山　口　三　男

門　田　正　信

杉　元　　　忍

山　田　耕　治

江　本　　　満

三 宅 　 昭

榎 　 信 義

増　田　和　政

井　上　豊　治

瓜　生　安　滉

尾　﨑　龍　司

児　玉　光　孝

山　本　岩　視

髙　倉　演　世

松　尾　健　一

前　川　信　行

入 舩 　 清

田　丸　米　藏

徳　野　康　博

吉　田　伸　宏

重　藤　将　宏

石　原　尚　典

中　野　勝　哉

梶　原　賢　一

角 　 正 司

八　尋　義　文

服　部　昌　子

田　中　幹　雄

大　谷　哲　也

熊　丸　雅　裕

前　岡　義　人

野　瀨　利　宗

成　清　　　勉

谷　川　侯　司

髙　鍋　伸　彦

山　口　龍　二

原　田　美　治

木　下　一　德

坂　梨　博　行

末　藤　勝　士

氏名 連絡先 活動区域

内　林　美恵子

佐　藤　隆　昭

井　上　道　人

坂　本　秀　代

後　藤　和　範

井　上　鴻　一

舌　間　建　喜

永　田　由美子

石　村　伸　男

丸　山　尊　祿

中　村　康　三

貞　閑　秀　男

満　生　博　文

井　上　耕　治

福　山　和　代

安　武　重次郎

松　村　秀　豊

片　岡　良　二

笹　山　守　人

迫　野　譲　二

長 　 隆 行

井　手　英　一

早　川　哲　也

大　崎　昭　彦

萩　尾　武　士

松　田　伸　一

森　本　多津秋

吉　村　雄　二

後　藤　武　司

緒　方　健　二

柳　田　　　豊

富　山　孝　昭

湯　浅　尊　臣

上　村　経　裕

有　留　美　樹

重　松　悦　子

鶴　田　満　徳

堀　江　伸　子

矢　野　幸　子

樫　本　幸　好

平　木　幸　子

上　野　晃　人

森　　　實二夫

結　城　満　義

平　野　健　蔵

三　原　啓　資

中　野　正　常

有　働　道　子

宮　崎　哲　夫

河　野　誠　司

高　田　　　晃

飯　田　昭　雄

中　原　茂　利

吉　野　裕　晴

永　尾　元　彦

山　下　邦　弘

若　林　桂　次

村　田　忠　照

水　岩　敏　昭

松　永　忠　義

丸　山　智　明

平　塚　德太郎

秋　月　利　彦

大　森　美世子

安　井　伊津雄

和　智　冏　子

矢　野　　　了

濱　田　俊　史

林 　 利 治

宮　地　久　男

原 　 哲 弘

芳 野 　 毅

向　井　浩　義

梶　原　茂　義

波多野　直　之

遠　藤　辰　信

小　川　順　一

手代木　勇　一

畑　野　建　三

濱小路　兼　生

山　下　康　子

仲　山　チエ子

坂　本　三　夫

菊　池　茂　樹

安　田　壽　廣

廣　木　　　美

山　口　三　男

門　田　正　信

杉　元　　　忍

山　田　耕　治

江　本　　　満

三 宅 　 昭

榎 　 信 義

増　田　和　政

井　上　豊　治

瓜　生　安　滉

尾　﨑　龍　司

児　玉　光　孝

山　本　岩　視

髙　倉　演　世

松　尾　健　一

前　川　信　行

入 舩 　 清

田　丸　米　藏

徳　野　康　博

吉　田　伸　宏

重　藤　将　宏

石　原　尚　典

中　野　勝　哉

梶　原　賢　一

角 　 正 司

八　尋　義　文

服　部　昌　子

田　中　幹　雄

大　谷　哲　也

熊　丸　雅　裕

前　岡　義　人

野　瀨　利　宗

成　清　　　勉

谷　川　侯　司

髙　鍋　伸　彦

山　口　龍　二

原　田　美　治

木　下　一　德

坂　梨　博　行

末　藤　勝　士

木　下　幹　雄

　　

　※　上記表中「講習期日」のうち、福岡県の休日を定める条例（平成元年福岡県条例

第23号）第１条第１項に規定する県の休日（以下「県の休日」という。）について

は、休講とする。

　⑵　追加取得講習

３　受講定員

　⑴　新規取得講習

　　　42名

　⑵　追加取得講習

　　　６名

４　受講対象者

　⑴　新規取得講習

　　　受講申込時において、次のいずれかに該当する者とする。

　　ア　最近５年間に当該講習の区分に係る警備業務（以下「当該警備業務」という。

）に従事した期間が通算して３年以上である者

　　イ　警備員等の検定等に関する規則（平成17年国家公安委員会規則第20号。以下「

検定規則」という。）第４条に規定する１級の検定（当該警備業務の区分に係る

ものに限る。）に係る法第23条第４項の合格証明書（以下「合格証明書」という

　　　。）の交付を受けている者

　　ウ　検定規則第４条に規定する２級の検定（当該警備業務の区分に係るものに限る

。）に係る合格証明書の交付を受けている警備員であって、当該合格証明書の交

付を受けた後、継続して１年以上当該警備業務の区分に係る警備業務に従事して

　　　　ｂ　イに該当する者

　　　　　合格証明書（１級）の写し

　　　　ｃ　ウに該当する者 　

　　　　　　合格証明書（２級）の写し及び２級検定に合格した後、継続して１年以上

当該警備業務の区分に係る警備業務に従事していることを疎明する警備業務

従事証明書等

　　　　ｄ　エに該当する者

　　　　　　旧検定規則第８条の規定により交付された旧１級検定に係る検定合格証の

写し

　　　　ｅ　オに該当する者

　　　　　　旧検定規則第８条の規定により交付された旧２級検定に係る検定合格証の

写し及び旧２級検定に合格した後、継続して１年以上当該警備業務の区分に

係る警備業務に従事していることを疎明する警備業務従事証明書等

　　イ　追加取得講習

　　　ア　前記５⑶アに掲げる書面

　　　イ　当該講習以外の警備業務の区分に係る指導教育責任者資格者証等の写し

　⑷　講習受講手数料

　　ア　新規取得講習

　　　　47,000円

　　イ　追加取得講習

　　　　23,000円

　　　※　受講申込時、福岡県領収証紙により納付すること。

　　　　　また、納付した手数料については、受講申込みを取り消した場合又は受講し

　　　　なかった場合においても返還しない。

　⑸　申込方法等

　　ア　受講を希望する者は、まず前記５⑴の受付期間内に、必ず福岡県警察警備員教

育センターの受付専用電話（093（381）2627）に電話して受講希望の事前申込み

を行い、受付番号を取得すること。ただし、先着順で受付を行い、受付期間中で

あっても定員に達したときは、受付を行わないこととする。

　　　　　　　　 ▎ ▎ ▎ ▎ ▎ ▎ ▎ ▎ ▎ ▎ ▎ ▎ ▎ ▎ ▎ ▎ ▎ ▎ ▎ ▎ ▎ ▎ ▎

福岡県公安委員会告示第107号

　警備業法（昭和47年法律第117号）第23条に規定する検定を次のとおり実施するので

、警備員等の検定等に関する規則（平成17年国家公安委員会規則第20号。以下「検定規

則」という。）第７条の規定により公示する。

　　平成27年４月３日

福岡県公安委員会　　

１　検定の種別

　⑴　核燃料物質等危険物運搬警備業務１級

　⑵　核燃料物質等危険物運搬警備業務２級

２　検定の実施日、時間及び場所

　⑴　核燃料物質等危険物運搬警備業務１級

　⑵　核燃料物質等危険物運搬警備業務２級

　　※　上記各表の実施時間中、午前９時00分から午前９時30分までの間を受付時間と

し、午前９時30分から筆記試験を開始する。

　　　　また、全ての試験が終了した時点をもって、検定終了時刻とする。

３　受検定員

　　各検定15名

４　受検資格

　⑴　核燃料物質等危険物運搬警備業務１級

　　　福岡県内に住所を有する者又は福岡県内の営業所に属する警備員であって、次の

いずれかに該当するもの

　　ア　申込時に、検定を受けようとする警備業務の種別について２級の検定に係る

　　　　　営業所に属していることを疎明する書面（営業所所属証明書等）

　⑸　検定手数料

　　　16,000円

　　※　検定手数料については、福岡県領収証紙により納付すること。

　　　　また、検定手数料は、申請受付後に申請を取り消した場合又は受検しなかった

場合についても返還しない。

　⑹　申請方法

　　ア　受検を希望する者は、原則として受検希望者本人が、まず前記７⑴の事前（電

話）受付期間内に、必ず福岡県警察警備員教育センターの受付専用電話（093（

381）2627）に電話して事前申込み（１電話につき１名）を行い、事前受付番号

を取得すること。ただし、先着順で事前受付を行い、受付期間中であっても、定

員に達したときは受付を締め切ることとする。

　　　※　受付専用電話以外での事前受付は、一切行わない。

　　イ　事前（電話）申込みを行い事前受付番号を取得した者は、前記７⑵のとおり、

事前申込みを行った当日又はその翌日の午前９時00分から午後５時00分までの間

（正午から午後１時00分までの間を除く。）に、前記７⑶のとおり、住所地又は

営業所の所在地を管轄する警察署に事前受付番号を申告するとともに、前記７⑷

に掲げる必要書類に検定手数料を添えて受検申請し、受検票の交付を受けること。

　　　※　書類持参以外の方法による申込み（郵送等）は、一切受け付けない。

　　ウ　事前受付番号を取得した場合であっても、前記７⑵の受検申請手続期間（２日

間）内に受検申請手続きを行わなかった者の事前受付番号及び事前申込みは、無

効とする。

　　エ　受検申請手続きは、原則として受検者本人が行うこと。ただし、やむを得ない

事情等により代理人が行う場合は、受検者本人の委任状（本人が署名したものに

限る。）を持参すること。

８　成績証明書の交付

　　学科試験及び実技試験ともに合格（90パーセント以上の成績を合格とする。）した

　者に対し、即日、成績証明書を交付する。

９　その他

　　　イ　法令に関すること。

　　　ウ　核燃料物質等危険物に関すること。

　　　エ　車両による伴走及び周囲の見張りに関すること。

　　　オ　核燃料物質等危険物に係る盗難等の事故が発生した場合における応急の　　

　措置に関すること。

　　イ　実技試験

　　　ア　車両による伴走及び周囲の見張りに関すること。

　　　イ　核燃料物質等危険物に係る盗難等の事故が発生した場合における応急の　　

　措置に関すること。

７　検定申請手続等

　⑴　受付期間

　　　平成27年６月１日（月）から同年６月３日（水）までの午前９時00分から午後５

時00分までの間（正午から午後１時00分までの間を除く。）

　⑵　受検申請手続期間

　　　事前（電話）申込日又はその翌日の午前９時00分から午後５時00分までの間（正

午から午後１時00分までの間を除く。）

　⑶　受検申請手続場所

　　ア　住所地を管轄する警察署

　　イ　営業所を管轄する警察署

　⑷　必要書類

　　ア　必須書類

　　　ア　検定申請書（検定規則別記様式第１号）１通

　　　イ　写真２枚（申請前６月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無背景の

　　　　縦の長さ３センチメートル、横の長さ2.4センチメートルの写真で、その裏面

に氏名及び撮影年月日を記入したもの）

　　イ　必要に応じて添付すべき書類

　　　ア　住所地を管轄する警察署に申請する場合

　　　　　住所地を疎明する書面（住民票の写しのコピー、運転免許証のコピー等）

　　　イ　営業所を管轄する警察署に申請する場合

　⑴　検定当日は、受検票、筆記用具及び動きやすい服装（靴）を必ず持参すること。

　⑵　検定に関する問い合わせは、福岡県の休日を定める条例（平成元年福岡県条例第

23号）第１条第１項に規定する県の休日を除く毎日、午前９時00分から午後５時45

分までの間（正午から午後１時00分までの間を除く。）、福岡県警察本部生活保安

課警備業係（電話092（641）4141内線3173、3174）又は福岡県警察警備員教育セン

ター（電話093（381）2627）に対して行うこと。

　⑶　検定申請書（検定規則別記様式第１号）については、各警察署の生活安全課又は

生活安全刑事課において受け取ることができる（同申請書には押印が必要）。

　⑷　福岡県領収証紙の売りさばき人情報については、福岡県のホームページ（URL：

http://www.pref.fukuoka.lg.jp/f04/kkaikei.html）で確認することができる。
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

福岡県公安委員会告示第108号

　警備業法（昭和47年法律第117号）第23条に規定する検定を次のとおり実施するので

、警備員等の検定等に関する規則（平成17年国家公安委員会規則第20号。以下「検定規

則」という。）第７条の規定により公示する。　

　　平成27年４月３日

福岡県公安委員会　　

１　検定の種別

　　交通誘導警備業務２級

２　検定の実施日、時間及び場所

　　※　上記表の実施時間中、午前９時00分から午前９時30分までの間を受付時間とし、

午前９時30分から筆記試験を開始する。

　　　　また、全ての試験が終了した時点をもって、検定終了時刻とする。

３　受検定員

　　各検定15名

４　受検資格

　　　ア　検定申請書（検定規則別記様式第１号）１通

　　　イ　写真２枚（申請前６月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無背景の縦の

長さ３センチメートル、横の長さ2.4センチメートルの写真で、その裏面に氏

名及び撮影年月日を記入したもの）

　　イ　必要に応じて添付すべき書類

　　　ア　住所地を管轄する警察署に申請する場合

　　　　　住所地を疎明する書面（住民票の写しのコピー、運転免許証のコピー等）

　　　イ　営業所を管轄する警察署に申請する場合

　　　　　営業所に属していることを疎明する書面（営業所所属証明書等）

　⑸　検定手数料

　　　14,000円

　　※　検定手数料については、福岡県領収証紙により納付すること。

　　　　また、検定手数料は、申請受付後に申請を取り消した場合又は受検しなかった

　　　場合についても返還しない。

　⑹　申請方法

　　ア　受検を希望する者は、原則として受検希望者本人が、まず前記７⑴の事前（電

話）受付期間内に、必ず福岡県警察警備員教育センターの受付専用電話（093（

381）2627）に電話して事前申込み（１電話につき１名）を行い、事前受付番号

を取得すること。ただし、先着順で事前受付を行い、受付期間中であっても、定

員に達したときは受付を締め切ることとする。

　　　※　受付専用電話以外での事前受付は、一切行わない。

　　イ　事前（電話）申込みを行い事前受付番号を取得した者は、前記７⑵のとおり、

事前申込みを行った当日又はその翌日の午前９時00分から午後５時00分までの間

（正午から午後１時00分までの間を除く。）に、前記７⑶のとおり、住所地又は

営業所の所在地を管轄する警察署に事前受付番号を申告するとともに、前記７⑷

に掲げる必要書類に検定手数料を添えて受検申請し、受検票の交付を受けること。

　　　※　書類持参以外の方法による申込み（郵送等）は、一切受け付けない。

　　ウ　事前受付番号を取得した場合であっても、前記７⑵の受検申請手続期間（２日

間）内に受検申請手続きを行わなかった者の事前受付番号及び事前申込みは、無
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実　　施　　日    実　施　時　間 実　施　場　所
平成27年７月９日（木）

平成27年７月10日（金）

午前９時00分から午後

６時00分までの間

北九州市門司区小森江三丁目９番１号

福岡県警察警備員教育センター

内　林　美恵子

佐　藤　隆　昭

井　上　道　人

坂　本　秀　代

後　藤　和　範

井　上　鴻　一

舌　間　建　喜

永　田　由美子

石　村　伸　男

丸　山　尊　祿

中　村　康　三

貞　閑　秀　男

満　生　博　文

井　上　耕　治

福　山　和　代

安　武　重次郎

松　村　秀　豊

片　岡　良　二

笹　山　守　人

迫　野　譲　二

長 　 隆 行

井　手　英　一

早　川　哲　也

大　崎　昭　彦

萩　尾　武　士

松　田　伸　一

森　本　多津秋

吉　村　雄　二

後　藤　武　司

緒　方　健　二

柳　田　　　豊

富　山　孝　昭

湯　浅　尊　臣

上　村　経　裕

有　留　美　樹

重　松　悦　子

鶴　田　満　徳

堀　江　伸　子

矢　野　幸　子

樫　本　幸　好

平　木　幸　子

上　野　晃　人

森　　　實二夫

結　城　満　義

平　野　健　蔵

三　原　啓　資

中　野　正　常

有　働　道　子

宮　崎　哲　夫

河　野　誠　司

高　田　　　晃

飯　田　昭　雄

中　原　茂　利

吉　野　裕　晴

永　尾　元　彦

山　下　邦　弘

若　林　桂　次

村　田　忠　照

水　岩　敏　昭

松　永　忠　義

丸　山　智　明

平　塚　德太郎

秋　月　利　彦

大　森　美世子

安　井　伊津雄

和　智　冏　子

矢　野　　　了

濱　田　俊　史

林 　 利 治

宮　地　久　男

原 　 哲 弘

芳 野 　 毅

向　井　浩　義

梶　原　茂　義

波多野　直　之

遠　藤　辰　信

小　川　順　一

手代木　勇　一

畑　野　建　三

濱小路　兼　生

山　下　康　子

仲　山　チエ子

坂　本　三　夫

菊　池　茂　樹

安　田　壽　廣

廣　木　　　美

山　口　三　男

門　田　正　信

杉　元　　　忍

山　田　耕　治

江　本　　　満

三 宅 　 昭

榎 　 信 義

増　田　和　政

井　上　豊　治

瓜　生　安　滉

尾　﨑　龍　司

児　玉　光　孝

山　本　岩　視

髙　倉　演　世

松　尾　健　一

前　川　信　行

入 舩 　 清

田　丸　米　藏

徳　野　康　博

吉　田　伸　宏

重　藤　将　宏

石　原　尚　典

中　野　勝　哉

梶　原　賢　一

角 　 正 司

八　尋　義　文

服　部　昌　子

田　中　幹　雄

大　谷　哲　也

熊　丸　雅　裕

前　岡　義　人

野　瀨　利　宗

成　清　　　勉

谷　川　侯　司

髙　鍋　伸　彦

山　口　龍　二

原　田　美　治

木　下　一　德

坂　梨　博　行

末　藤　勝　士

木　下　幹　雄

藤　原　優　子

田　中　一　枝

斉　藤　敏　博

内　林　美恵子

佐　藤　隆　昭

井　上　道　人

坂　本　秀　代

後　藤　和　範

井　上　鴻　一

舌　間　建　喜

永　田　由美子

石　村　伸　男

丸　山　尊　祿

中　村　康　三

貞　閑　秀　男

満　生　博　文

井　上　耕　治

福　山　和　代

安　武　重次郎

松　村　秀　豊

片　岡　良　二

笹　山　守　人

迫　野　譲　二

長 　 隆 行

井　手　英　一

早　川　哲　也

大　崎　昭　彦

萩　尾　武　士

松　田　伸　一

森　本　多津秋

吉　村　雄　二

後　藤　武　司

緒　方　健　二

柳　田　　　豊

富　山　孝　昭

湯　浅　尊　臣

上　村　経　裕

有　留　美　樹

重　松　悦　子

鶴　田　満　徳

堀　江　伸　子

矢　野　幸　子

樫　本　幸　好

平　木　幸　子

上　野　晃　人

森　　　實二夫

結　城　満　義

平　野　健　蔵

三　原　啓　資

中　野　正　常

有　働　道　子

宮　崎　哲　夫

河　野　誠　司

高　田　　　晃

飯　田　昭　雄

中　原　茂　利

吉　野　裕　晴

永　尾　元　彦

山　下　邦　弘

若　林　桂　次

村　田　忠　照

水　岩　敏　昭

松　永　忠　義

丸　山　智　明

平　塚　德太郎

秋　月　利　彦

大　森　美世子

安　井　伊津雄

和　智　冏　子

矢　野　　　了

濱　田　俊　史

林 　 利 治

宮　地　久　男

原 　 哲 弘

芳 野 　 毅

向　井　浩　義

梶　原　茂　義

波多野　直　之

遠　藤　辰　信

小　川　順　一

手代木　勇　一

畑　野　建　三

濱小路　兼　生

山　下　康　子

仲　山　チエ子

坂　本　三　夫

菊　池　茂　樹

安　田　壽　廣

廣　木　　　美

山　口　三　男

門　田　正　信

杉　元　　　忍

山　田　耕　治

江　本　　　満

三 宅 　 昭

榎 　 信 義

増　田　和　政

井　上　豊　治

瓜　生　安　滉

尾　﨑　龍　司

児　玉　光　孝

山　本　岩　視

髙　倉　演　世

松　尾　健　一

前　川　信　行

入 舩 　 清

田　丸　米　藏

徳　野　康　博

吉　田　伸　宏

重　藤　将　宏

石　原　尚　典

中　野　勝　哉

梶　原　賢　一

角 　 正 司

八　尋　義　文

服　部　昌　子

田　中　幹　雄

大　谷　哲　也

熊　丸　雅　裕

前　岡　義　人

野　瀨　利　宗

成　清　　　勉

谷　川　侯　司

髙　鍋　伸　彦

山　口　龍　二

原　田　美　治

木　下　一　德

坂　梨　博　行

末　藤　勝　士

木　下　幹　雄

藤　原　優　子

　　

　※　上記表中「講習期日」のうち、福岡県の休日を定める条例（平成元年福岡県条例

第23号）第１条第１項に規定する県の休日（以下「県の休日」という。）について

は、休講とする。

　⑵　追加取得講習

３　受講定員

　⑴　新規取得講習

　　　42名

　⑵　追加取得講習

　　　６名

４　受講対象者

　⑴　新規取得講習

　　　受講申込時において、次のいずれかに該当する者とする。

　　ア　最近５年間に当該講習の区分に係る警備業務（以下「当該警備業務」という。

）に従事した期間が通算して３年以上である者

　　イ　警備員等の検定等に関する規則（平成17年国家公安委員会規則第20号。以下「

検定規則」という。）第４条に規定する１級の検定（当該警備業務の区分に係る

ものに限る。）に係る法第23条第４項の合格証明書（以下「合格証明書」という

　　　。）の交付を受けている者

　　ウ　検定規則第４条に規定する２級の検定（当該警備業務の区分に係るものに限る

。）に係る合格証明書の交付を受けている警備員であって、当該合格証明書の交

付を受けた後、継続して１年以上当該警備業務の区分に係る警備業務に従事して

　　　　ｂ　イに該当する者

　　　　　合格証明書（１級）の写し

　　　　ｃ　ウに該当する者 　

　　　　　　合格証明書（２級）の写し及び２級検定に合格した後、継続して１年以上

当該警備業務の区分に係る警備業務に従事していることを疎明する警備業務

従事証明書等

　　　　ｄ　エに該当する者

　　　　　　旧検定規則第８条の規定により交付された旧１級検定に係る検定合格証の

写し

　　　　ｅ　オに該当する者

　　　　　　旧検定規則第８条の規定により交付された旧２級検定に係る検定合格証の

写し及び旧２級検定に合格した後、継続して１年以上当該警備業務の区分に

係る警備業務に従事していることを疎明する警備業務従事証明書等

　　イ　追加取得講習

　　　ア　前記５⑶アに掲げる書面

　　　イ　当該講習以外の警備業務の区分に係る指導教育責任者資格者証等の写し

　⑷　講習受講手数料

　　ア　新規取得講習

　　　　47,000円

　　イ　追加取得講習

　　　　23,000円

　　　※　受講申込時、福岡県領収証紙により納付すること。

　　　　　また、納付した手数料については、受講申込みを取り消した場合又は受講し

　　　　なかった場合においても返還しない。

　⑸　申込方法等

　　ア　受講を希望する者は、まず前記５⑴の受付期間内に、必ず福岡県警察警備員教

育センターの受付専用電話（093（381）2627）に電話して受講希望の事前申込み

を行い、受付番号を取得すること。ただし、先着順で受付を行い、受付期間中で

あっても定員に達したときは、受付を行わないこととする。

　　　　　　　　 ▎ ▎ ▎ ▎ ▎ ▎ ▎ ▎ ▎ ▎ ▎ ▎ ▎ ▎ ▎ ▎ ▎ ▎ ▎ ▎ ▎ ▎ ▎

福岡県公安委員会告示第107号

　警備業法（昭和47年法律第117号）第23条に規定する検定を次のとおり実施するので

、警備員等の検定等に関する規則（平成17年国家公安委員会規則第20号。以下「検定規

則」という。）第７条の規定により公示する。

　　平成27年４月３日

福岡県公安委員会　　

１　検定の種別

　⑴　核燃料物質等危険物運搬警備業務１級

　⑵　核燃料物質等危険物運搬警備業務２級

２　検定の実施日、時間及び場所

　⑴　核燃料物質等危険物運搬警備業務１級

　⑵　核燃料物質等危険物運搬警備業務２級

　　※　上記各表の実施時間中、午前９時00分から午前９時30分までの間を受付時間と

し、午前９時30分から筆記試験を開始する。

　　　　また、全ての試験が終了した時点をもって、検定終了時刻とする。

３　受検定員

　　各検定15名

４　受検資格

　⑴　核燃料物質等危険物運搬警備業務１級

　　　福岡県内に住所を有する者又は福岡県内の営業所に属する警備員であって、次の

いずれかに該当するもの

　　ア　申込時に、検定を受けようとする警備業務の種別について２級の検定に係る

　　　イ　法令に関すること。

　　　ウ　核燃料物質等危険物に関すること。

　　　エ　車両による伴走及び周囲の見張りに関すること。

　　　オ　核燃料物質等危険物に係る盗難等の事故が発生した場合における応急の　　

　措置に関すること。

　　イ　実技試験

　　　ア　車両による伴走及び周囲の見張りに関すること。

　　　イ　核燃料物質等危険物に係る盗難等の事故が発生した場合における応急の　　

　措置に関すること。

７　検定申請手続等

　⑴　受付期間

　　　平成27年６月１日（月）から同年６月３日（水）までの午前９時00分から午後５

時00分までの間（正午から午後１時00分までの間を除く。）

　⑵　受検申請手続期間

　　　事前（電話）申込日又はその翌日の午前９時00分から午後５時00分までの間（正

午から午後１時00分までの間を除く。）

　⑶　受検申請手続場所

　　ア　住所地を管轄する警察署

　　イ　営業所を管轄する警察署

　⑷　必要書類

　　ア　必須書類

　　　ア　検定申請書（検定規則別記様式第１号）１通

　　　イ　写真２枚（申請前６月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無背景の

　　　　縦の長さ３センチメートル、横の長さ2.4センチメートルの写真で、その裏面

に氏名及び撮影年月日を記入したもの）

　　イ　必要に応じて添付すべき書類

　　　ア　住所地を管轄する警察署に申請する場合

　　　　　住所地を疎明する書面（住民票の写しのコピー、運転免許証のコピー等）

　　　イ　営業所を管轄する警察署に申請する場合

　　福岡県内に住所を有する者又は福岡県内の営業所に属する警備員

５　検定の方法

　　検定は、学科試験及び実技試験により行う。

　　なお、学科試験（５枝択一式20問）の後、実技試験を行うが、学科試験において不

　合格（90パーセント以上の成績に満たない場合）となった者については実技試験を行

　わない。

６　学科試験及び実技試験

　⑴　学科試験

　　ア　警備業務に関する基本的な事項

　　イ　法令に関すること。

　　ウ　車両等の誘導に関すること。

　　エ　工事現場その他人又は車両の通行に危険のある場所における負傷等の事故が発

　　　生した場合における応急の措置に関すること。

　⑵　実技試験

　　ア　車両等の誘導に関すること。

　　イ　工事現場その他人又は車両の通行に危険のある場所における負傷等の事故が発

　　　生した場合における応急の措置に関すること。

７　検定申請手続等

　⑴　事前（電話）受付期間

　　　平成27年６月３日（水）から同年６月５日（金）までの午前９時00分から午後５

　　時00分までの間（正午から午後１時00分までの間を除く。）

　⑵　受検申請手続期間

　　　事前（電話）申込日又はその翌日の午前９時00分から午後５時00分までの間（正

　　午から午後１時00分までの間を除く。）

　⑶　受検申請手続場所

　　ア　住所地を管轄する警察署

　　イ　営業所を管轄する警察署

　⑶　必要書類

　　ア　必須書類

　⑴　検定当日は、受検票、筆記用具及び動きやすい服装（靴）を必ず持参すること。

　⑵　検定に関する問い合わせは、福岡県の休日を定める条例（平成元年福岡県条例第

23号）第１条第１項に規定する県の休日を除く毎日、午前９時00分から午後５時45

分までの間（正午から午後１時00分までの間を除く。）、福岡県警察本部生活保安

課警備業係（電話092（641）4141内線3173、3174）又は福岡県警察警備員教育セン

ター（電話093（381）2627）に対して行うこと。

　⑶　検定申請書（検定規則別記様式第１号）については、各警察署の生活安全課又は

生活安全刑事課において受け取ることができる（同申請書には押印が必要）。

　⑷　福岡県領収証紙の売りさばき人情報については、福岡県のホームページ（URL：

http://www.pref.fukuoka.lg.jp/f04/kkaikei.html）で確認することができる。
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

福岡県公安委員会告示第108号

　警備業法（昭和47年法律第117号）第23条に規定する検定を次のとおり実施するので

、警備員等の検定等に関する規則（平成17年国家公安委員会規則第20号。以下「検定規

則」という。）第７条の規定により公示する。　

　　平成27年４月３日

福岡県公安委員会　　

１　検定の種別

　　交通誘導警備業務２級

２　検定の実施日、時間及び場所

　　※　上記表の実施時間中、午前９時00分から午前９時30分までの間を受付時間とし、

午前９時30分から筆記試験を開始する。

　　　　また、全ての試験が終了した時点をもって、検定終了時刻とする。

３　受検定員

　　各検定15名

４　受検資格

　　　ア　検定申請書（検定規則別記様式第１号）１通

　　　イ　写真２枚（申請前６月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無背景の縦の

長さ３センチメートル、横の長さ2.4センチメートルの写真で、その裏面に氏

名及び撮影年月日を記入したもの）

　　イ　必要に応じて添付すべき書類

　　　ア　住所地を管轄する警察署に申請する場合

　　　　　住所地を疎明する書面（住民票の写しのコピー、運転免許証のコピー等）

　　　イ　営業所を管轄する警察署に申請する場合

　　　　　営業所に属していることを疎明する書面（営業所所属証明書等）

　⑸　検定手数料

　　　14,000円

　　※　検定手数料については、福岡県領収証紙により納付すること。

　　　　また、検定手数料は、申請受付後に申請を取り消した場合又は受検しなかった

　　　場合についても返還しない。

　⑹　申請方法

　　ア　受検を希望する者は、原則として受検希望者本人が、まず前記７⑴の事前（電

話）受付期間内に、必ず福岡県警察警備員教育センターの受付専用電話（093（

381）2627）に電話して事前申込み（１電話につき１名）を行い、事前受付番号

を取得すること。ただし、先着順で事前受付を行い、受付期間中であっても、定

員に達したときは受付を締め切ることとする。

　　　※　受付専用電話以外での事前受付は、一切行わない。

　　イ　事前（電話）申込みを行い事前受付番号を取得した者は、前記７⑵のとおり、

事前申込みを行った当日又はその翌日の午前９時00分から午後５時00分までの間

（正午から午後１時00分までの間を除く。）に、前記７⑶のとおり、住所地又は

営業所の所在地を管轄する警察署に事前受付番号を申告するとともに、前記７⑷

に掲げる必要書類に検定手数料を添えて受検申請し、受検票の交付を受けること。

　　　※　書類持参以外の方法による申込み（郵送等）は、一切受け付けない。

　　ウ　事前受付番号を取得した場合であっても、前記７⑵の受検申請手続期間（２日

間）内に受検申請手続きを行わなかった者の事前受付番号及び事前申込みは、無
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氏名 連絡先 活動区域

内　林　美恵子

佐　藤　隆　昭

井　上　道　人

坂　本　秀　代

後　藤　和　範

井　上　鴻　一

舌　間　建　喜

永　田　由美子

石　村　伸　男

丸　山　尊　祿

中　村　康　三

貞　閑　秀　男

満　生　博　文

井　上　耕　治

福　山　和　代

安　武　重次郎

松　村　秀　豊

片　岡　良　二

笹　山　守　人

迫　野　譲　二

長 　 隆 行

井　手　英　一

早　川　哲　也

大　崎　昭　彦

萩　尾　武　士

松　田　伸　一

森　本　多津秋

吉　村　雄　二

後　藤　武　司

緒　方　健　二

柳　田　　　豊

富　山　孝　昭

湯　浅　尊　臣

上　村　経　裕

有　留　美　樹

重　松　悦　子

鶴　田　満　徳

堀　江　伸　子

矢　野　幸　子

樫　本　幸　好

平　木　幸　子

上　野　晃　人

森　　　實二夫

結　城　満　義

平　野　健　蔵

三　原　啓　資

中　野　正　常

有　働　道　子

宮　崎　哲　夫

河　野　誠　司

高　田　　　晃

飯　田　昭　雄

中　原　茂　利

吉　野　裕　晴

永　尾　元　彦

山　下　邦　弘

若　林　桂　次

村　田　忠　照

水　岩　敏　昭

松　永　忠　義

丸　山　智　明

平　塚　德太郎

秋　月　利　彦

大　森　美世子

安　井　伊津雄

和　智　冏　子

矢　野　　　了

濱　田　俊　史

林 　 利 治

宮　地　久　男

原 　 哲 弘

芳 野 　 毅

向　井　浩　義

梶　原　茂　義

波多野　直　之

遠　藤　辰　信

小　川　順　一

手代木　勇　一

畑　野　建　三

濱小路　兼　生

山　下　康　子

仲　山　チエ子

坂　本　三　夫

菊　池　茂　樹

安　田　壽　廣

廣　木　　　美

山　口　三　男

門　田　正　信

杉　元　　　忍

山　田　耕　治

江　本　　　満

三 宅 　 昭

榎 　 信 義

増　田　和　政

井　上　豊　治

瓜　生　安　滉

尾　﨑　龍　司

児　玉　光　孝

山　本　岩　視

髙　倉　演　世

松　尾　健　一

前　川　信　行

入 舩 　 清

田　丸　米　藏

徳　野　康　博

吉　田　伸　宏

重　藤　将　宏

石　原　尚　典

中　野　勝　哉

梶　原　賢　一

角 　 正 司

八　尋　義　文

服　部　昌　子

田　中　幹　雄

大　谷　哲　也

熊　丸　雅　裕

前　岡　義　人

野　瀨　利　宗

成　清　　　勉

谷　川　侯　司

髙　鍋　伸　彦

山　口　龍　二

原　田　美　治

木　下　一　德

坂　梨　博　行

末　藤　勝　士

木　下　幹　雄

藤　原　優　子

田　中　一　枝

斉　藤　敏　博

内　林　美恵子

佐　藤　隆　昭

井　上　道　人

坂　本　秀　代

後　藤　和　範

井　上　鴻　一

舌　間　建　喜

永　田　由美子

石　村　伸　男

丸　山　尊　祿

中　村　康　三

貞　閑　秀　男

満　生　博　文

井　上　耕　治

福　山　和　代

安　武　重次郎

松　村　秀　豊

片　岡　良　二

笹　山　守　人

迫　野　譲　二

長 　 隆 行

井　手　英　一

早　川　哲　也

大　崎　昭　彦

萩　尾　武　士

松　田　伸　一

森　本　多津秋

吉　村　雄　二

後　藤　武　司

緒　方　健　二

柳　田　　　豊

富　山　孝　昭

湯　浅　尊　臣

上　村　経　裕

有　留　美　樹

重　松　悦　子

鶴　田　満　徳

堀　江　伸　子

矢　野　幸　子

樫　本　幸　好

平　木　幸　子

上　野　晃　人

森　　　實二夫

結　城　満　義

平　野　健　蔵

三　原　啓　資

中　野　正　常

有　働　道　子

宮　崎　哲　夫

河　野　誠　司

高　田　　　晃

飯　田　昭　雄

中　原　茂　利

吉　野　裕　晴

永　尾　元　彦

山　下　邦　弘

若　林　桂　次

村　田　忠　照

水　岩　敏　昭

松　永　忠　義

丸　山　智　明

平　塚　德太郎

秋　月　利　彦

大　森　美世子

安　井　伊津雄

和　智　冏　子

矢　野　　　了

濱　田　俊　史

林 　 利 治

宮　地　久　男

原 　 哲 弘

芳 野 　 毅

向　井　浩　義

梶　原　茂　義

波多野　直　之

遠　藤　辰　信

小　川　順　一

手代木　勇　一

畑　野　建　三

濱小路　兼　生

山　下　康　子

仲　山　チエ子

坂　本　三　夫

菊　池　茂　樹

安　田　壽　廣

廣　木　　　美

山　口　三　男

門　田　正　信

杉　元　　　忍

山　田　耕　治

江　本　　　満

三 宅 　 昭

榎 　 信 義

増　田　和　政

井　上　豊　治

瓜　生　安　滉

尾　﨑　龍　司

児　玉　光　孝

山　本　岩　視

髙　倉　演　世

松　尾　健　一

前　川　信　行

入 舩 　 清

田　丸　米　藏

徳　野　康　博

吉　田　伸　宏

重　藤　将　宏

石　原　尚　典

中　野　勝　哉

梶　原　賢　一

角 　 正 司

八　尋　義　文

服　部　昌　子

田　中　幹　雄

大　谷　哲　也

熊　丸　雅　裕

前　岡　義　人

野　瀨　利　宗

成　清　　　勉

谷　川　侯　司

髙　鍋　伸　彦

山　口　龍　二

原　田　美　治

木　下　一　德

坂　梨　博　行

末　藤　勝　士

092-734-0110
中央警察署（少年係） 中央警察署の管轄区域

内　林　美恵子

佐　藤　隆　昭

井　上　道　人

坂　本　秀　代

後　藤　和　範

井　上　鴻　一

舌　間　建　喜

永　田　由美子

石　村　伸　男

丸　山　尊　祿

中　村　康　三

貞　閑　秀　男

満　生　博　文

井　上　耕　治

福　山　和　代

安　武　重次郎

松　村　秀　豊

片　岡　良　二

笹　山　守　人

迫　野　譲　二

長 　 隆 行

井　手　英　一

早　川　哲　也

大　崎　昭　彦

萩　尾　武　士

松　田　伸　一

森　本　多津秋

吉　村　雄　二

後　藤　武　司

緒　方　健　二

柳　田　　　豊

富　山　孝　昭

湯　浅　尊　臣

上　村　経　裕

有　留　美　樹

重　松　悦　子

鶴　田　満　徳

堀　江　伸　子

矢　野　幸　子

樫　本　幸　好

平　木　幸　子

上　野　晃　人

森　　　實二夫

結　城　満　義

平　野　健　蔵

三　原　啓　資

中　野　正　常

有　働　道　子

宮　崎　哲　夫

河　野　誠　司

高　田　　　晃

飯　田　昭　雄

中　原　茂　利

吉　野　裕　晴

永　尾　元　彦

山　下　邦　弘

若　林　桂　次

村　田　忠　照

水　岩　敏　昭

松　永　忠　義

丸　山　智　明

平　塚　德太郎

秋　月　利　彦

大　森　美世子

安　井　伊津雄

和　智　冏　子

矢　野　　　了

濱　田　俊　史

林 　 利 治

宮　地　久　男

原 　 哲 弘

芳 野 　 毅

向　井　浩　義

梶　原　茂　義

波多野　直　之

遠　藤　辰　信

小　川　順　一

手代木　勇　一

畑　野　建　三

濱小路　兼　生

山　下　康　子

仲　山　チエ子

坂　本　三　夫

菊　池　茂　樹

安　田　壽　廣

廣　木　　　美

山　口　三　男

門　田　正　信

杉　元　　　忍

山　田　耕　治

江　本　　　満

三 宅 　 昭

榎 　 信 義

増　田　和　政

井　上　豊　治

瓜　生　安　滉

尾　﨑　龍　司

児　玉　光　孝

山　本　岩　視

髙　倉　演　世

松　尾　健　一

前　川　信　行

入 舩 　 清

田　丸　米　藏

徳　野　康　博

吉　田　伸　宏

重　藤　将　宏

石　原　尚　典

中　野　勝　哉

梶　原　賢　一

角 　 正 司

八　尋　義　文

服　部　昌　子

田　中　幹　雄

大　谷　哲　也

熊　丸　雅　裕

前　岡　義　人

野　瀨　利　宗

成　清　　　勉

谷　川　侯　司

髙　鍋　伸　彦

山　口　龍　二

原　田　美　治

木　下　一　德

坂　梨　博　行

末　藤　勝　士

木　下　幹　雄

　　

　※　上記表中「講習期日」のうち、福岡県の休日を定める条例（平成元年福岡県条例

第23号）第１条第１項に規定する県の休日（以下「県の休日」という。）について

は、休講とする。

　⑵　追加取得講習

３　受講定員

　⑴　新規取得講習

　　　42名

　⑵　追加取得講習

　　　６名

４　受講対象者

　⑴　新規取得講習

　　　受講申込時において、次のいずれかに該当する者とする。

　　ア　最近５年間に当該講習の区分に係る警備業務（以下「当該警備業務」という。

）に従事した期間が通算して３年以上である者

　　イ　警備員等の検定等に関する規則（平成17年国家公安委員会規則第20号。以下「

検定規則」という。）第４条に規定する１級の検定（当該警備業務の区分に係る

ものに限る。）に係る法第23条第４項の合格証明書（以下「合格証明書」という

　　　。）の交付を受けている者

　　ウ　検定規則第４条に規定する２級の検定（当該警備業務の区分に係るものに限る

。）に係る合格証明書の交付を受けている警備員であって、当該合格証明書の交

付を受けた後、継続して１年以上当該警備業務の区分に係る警備業務に従事して

　　　　ｂ　イに該当する者

　　　　　合格証明書（１級）の写し

　　　　ｃ　ウに該当する者 　

　　　　　　合格証明書（２級）の写し及び２級検定に合格した後、継続して１年以上

当該警備業務の区分に係る警備業務に従事していることを疎明する警備業務

従事証明書等

　　　　ｄ　エに該当する者

　　　　　　旧検定規則第８条の規定により交付された旧１級検定に係る検定合格証の

写し

　　　　ｅ　オに該当する者

　　　　　　旧検定規則第８条の規定により交付された旧２級検定に係る検定合格証の

写し及び旧２級検定に合格した後、継続して１年以上当該警備業務の区分に

係る警備業務に従事していることを疎明する警備業務従事証明書等

　　イ　追加取得講習

　　　ア　前記５⑶アに掲げる書面

　　　イ　当該講習以外の警備業務の区分に係る指導教育責任者資格者証等の写し

　⑷　講習受講手数料

　　ア　新規取得講習

　　　　47,000円

　　イ　追加取得講習

　　　　23,000円

　　　※　受講申込時、福岡県領収証紙により納付すること。

　　　　　また、納付した手数料については、受講申込みを取り消した場合又は受講し

　　　　なかった場合においても返還しない。

　⑸　申込方法等

　　ア　受講を希望する者は、まず前記５⑴の受付期間内に、必ず福岡県警察警備員教

育センターの受付専用電話（093（381）2627）に電話して受講希望の事前申込み

を行い、受付番号を取得すること。ただし、先着順で受付を行い、受付期間中で

あっても定員に達したときは、受付を行わないこととする。

　　　　　　　　 ▎ ▎ ▎ ▎ ▎ ▎ ▎ ▎ ▎ ▎ ▎ ▎ ▎ ▎ ▎ ▎ ▎ ▎ ▎ ▎ ▎ ▎ ▎

福岡県公安委員会告示第107号

　警備業法（昭和47年法律第117号）第23条に規定する検定を次のとおり実施するので

、警備員等の検定等に関する規則（平成17年国家公安委員会規則第20号。以下「検定規

則」という。）第７条の規定により公示する。

　　平成27年４月３日

福岡県公安委員会　　

１　検定の種別

　⑴　核燃料物質等危険物運搬警備業務１級

　⑵　核燃料物質等危険物運搬警備業務２級

２　検定の実施日、時間及び場所

　⑴　核燃料物質等危険物運搬警備業務１級

　⑵　核燃料物質等危険物運搬警備業務２級

　　※　上記各表の実施時間中、午前９時00分から午前９時30分までの間を受付時間と

し、午前９時30分から筆記試験を開始する。

　　　　また、全ての試験が終了した時点をもって、検定終了時刻とする。

３　受検定員

　　各検定15名

４　受検資格

　⑴　核燃料物質等危険物運搬警備業務１級

　　　福岡県内に住所を有する者又は福岡県内の営業所に属する警備員であって、次の

いずれかに該当するもの

　　ア　申込時に、検定を受けようとする警備業務の種別について２級の検定に係る

　　　イ　法令に関すること。

　　　ウ　核燃料物質等危険物に関すること。

　　　エ　車両による伴走及び周囲の見張りに関すること。

　　　オ　核燃料物質等危険物に係る盗難等の事故が発生した場合における応急の　　

　措置に関すること。

　　イ　実技試験

　　　ア　車両による伴走及び周囲の見張りに関すること。

　　　イ　核燃料物質等危険物に係る盗難等の事故が発生した場合における応急の　　

　措置に関すること。

７　検定申請手続等

　⑴　受付期間

　　　平成27年６月１日（月）から同年６月３日（水）までの午前９時00分から午後５

時00分までの間（正午から午後１時00分までの間を除く。）

　⑵　受検申請手続期間

　　　事前（電話）申込日又はその翌日の午前９時00分から午後５時00分までの間（正

午から午後１時00分までの間を除く。）

　⑶　受検申請手続場所

　　ア　住所地を管轄する警察署

　　イ　営業所を管轄する警察署

　⑷　必要書類

　　ア　必須書類

　　　ア　検定申請書（検定規則別記様式第１号）１通

　　　イ　写真２枚（申請前６月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無背景の

　　　　縦の長さ３センチメートル、横の長さ2.4センチメートルの写真で、その裏面

に氏名及び撮影年月日を記入したもの）

　　イ　必要に応じて添付すべき書類

　　　ア　住所地を管轄する警察署に申請する場合

　　　　　住所地を疎明する書面（住民票の写しのコピー、運転免許証のコピー等）

　　　イ　営業所を管轄する警察署に申請する場合

　⑴　検定当日は、受検票、筆記用具及び動きやすい服装（靴）を必ず持参すること。

　⑵　検定に関する問い合わせは、福岡県の休日を定める条例（平成元年福岡県条例第

23号）第１条第１項に規定する県の休日を除く毎日、午前９時00分から午後５時45

分までの間（正午から午後１時00分までの間を除く。）、福岡県警察本部生活保安

課警備業係（電話092（641）4141内線3173、3174）又は福岡県警察警備員教育セン

ター（電話093（381）2627）に対して行うこと。

　⑶　検定申請書（検定規則別記様式第１号）については、各警察署の生活安全課又は

生活安全刑事課において受け取ることができる（同申請書には押印が必要）。

　⑷　福岡県領収証紙の売りさばき人情報については、福岡県のホームページ（URL：

http://www.pref.fukuoka.lg.jp/f04/kkaikei.html）で確認することができる。
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

福岡県公安委員会告示第108号

　警備業法（昭和47年法律第117号）第23条に規定する検定を次のとおり実施するので

、警備員等の検定等に関する規則（平成17年国家公安委員会規則第20号。以下「検定規

則」という。）第７条の規定により公示する。　

　　平成27年４月３日

福岡県公安委員会　　

１　検定の種別

　　交通誘導警備業務２級

２　検定の実施日、時間及び場所

　　※　上記表の実施時間中、午前９時00分から午前９時30分までの間を受付時間とし、

午前９時30分から筆記試験を開始する。

　　　　また、全ての試験が終了した時点をもって、検定終了時刻とする。

３　受検定員

　　各検定15名

４　受検資格

　　　効とする。

　　エ　受検申請手続きは、原則として受検者本人が行うこと。ただし、やむを得ない

事情等により代理人が行う場合は、受検者本人の委任状（本人が署名したものに

限る。）を持参すること。

８　成績証明書の交付

　　学科試験及び実技試験ともに合格（90パーセント以上の成績を合格とする。）した

　者に対し、即日、成績証明書を交付する。

９　その他

　⑴　検定当日は、受検票、筆記用具、警笛及び動きやすい服装（靴）を必ず持参する

こと。

　⑵　検定に関する問合せは、福岡県の休日を定める条例（平成元年福岡県条例第23号

）第１条第１項に規定する県の休日を除く毎日、午前９時00分から午後５時45分ま

での間（正午から午後１時00分までの間を除く。）、福岡県警察本部生活保安課警

備業係（電話092（641）4141内線3173、3174）又は福岡県警察警備員教育センター

（電話093（381）2627）に対して行うこと。

　⑶　検定申請書（検定規則別記様式第１号）については、各警察署の生活安全課又は

生活安全刑事課において受け取ることができる（同申請書には押印が必要）。

　⑷　福岡県領収証紙の売りさばき人情報については、福岡県のホームページ（URL：

http://www.pref.fukuoka.lg.jp/f04/kkaikei.html）で確認することができる。
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

福岡県公安委員会告示第112号

　風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和23年法律第122号）第38条

第１項の規定に基づき、次の者を平成27年４月１日付けで少年指導委員として委嘱する

ので、少年指導委員規則（昭和60年国家公安委員会規則第２号）第２条の規定により告

示する。

　　平成27年４月３日

福岡県公安委員会　　

　　　ア　検定申請書（検定規則別記様式第１号）１通

　　　イ　写真２枚（申請前６月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無背景の縦の

長さ３センチメートル、横の長さ2.4センチメートルの写真で、その裏面に氏

名及び撮影年月日を記入したもの）

　　イ　必要に応じて添付すべき書類

　　　ア　住所地を管轄する警察署に申請する場合

　　　　　住所地を疎明する書面（住民票の写しのコピー、運転免許証のコピー等）

　　　イ　営業所を管轄する警察署に申請する場合

　　　　　営業所に属していることを疎明する書面（営業所所属証明書等）

　⑸　検定手数料

　　　14,000円

　　※　検定手数料については、福岡県領収証紙により納付すること。

　　　　また、検定手数料は、申請受付後に申請を取り消した場合又は受検しなかった

　　　場合についても返還しない。

　⑹　申請方法

　　ア　受検を希望する者は、原則として受検希望者本人が、まず前記７⑴の事前（電

話）受付期間内に、必ず福岡県警察警備員教育センターの受付専用電話（093（

381）2627）に電話して事前申込み（１電話につき１名）を行い、事前受付番号

を取得すること。ただし、先着順で事前受付を行い、受付期間中であっても、定

員に達したときは受付を締め切ることとする。

　　　※　受付専用電話以外での事前受付は、一切行わない。

　　イ　事前（電話）申込みを行い事前受付番号を取得した者は、前記７⑵のとおり、

事前申込みを行った当日又はその翌日の午前９時00分から午後５時00分までの間

（正午から午後１時00分までの間を除く。）に、前記７⑶のとおり、住所地又は

営業所の所在地を管轄する警察署に事前受付番号を申告するとともに、前記７⑷

に掲げる必要書類に検定手数料を添えて受検申請し、受検票の交付を受けること。

　　　※　書類持参以外の方法による申込み（郵送等）は、一切受け付けない。

　　ウ　事前受付番号を取得した場合であっても、前記７⑵の受検申請手続期間（２日

間）内に受検申請手続きを行わなかった者の事前受付番号及び事前申込みは、無
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092-734-0110
中央警察署（少年係） 中央警察署の管轄区域

092-412-0110
博多警察署（少年係） 博多警察署の管轄区域

092-643-0110
東警察署（少年係） 東警察署の管轄区域

092-847-0110
早良警察署（少年係） 早良警察署の管轄区域

氏名 連絡先 活動区域

内　林　美恵子

佐　藤　隆　昭

井　上　道　人

坂　本　秀　代

後　藤　和　範

井　上　鴻　一

舌　間　建　喜

永　田　由美子

石　村　伸　男

丸　山　尊　祿

中　村　康　三

貞　閑　秀　男

満　生　博　文

井　上　耕　治

福　山　和　代

安　武　重次郎

松　村　秀　豊

片　岡　良　二

笹　山　守　人

迫　野　譲　二

長 　 隆 行

井　手　英　一

早　川　哲　也

大　崎　昭　彦

萩　尾　武　士

松　田　伸　一

森　本　多津秋

吉　村　雄　二

後　藤　武　司

緒　方　健　二

柳　田　　　豊

富　山　孝　昭

湯　浅　尊　臣

上　村　経　裕

有　留　美　樹

重　松　悦　子

鶴　田　満　徳

堀　江　伸　子

矢　野　幸　子

樫　本　幸　好

平　木　幸　子

上　野　晃　人

森　　　實二夫

結　城　満　義

平　野　健　蔵

三　原　啓　資

中　野　正　常

有　働　道　子

宮　崎　哲　夫

河　野　誠　司

高　田　　　晃

飯　田　昭　雄

中　原　茂　利

吉　野　裕　晴

永　尾　元　彦

山　下　邦　弘

若　林　桂　次

村　田　忠　照

水　岩　敏　昭

松　永　忠　義

丸　山　智　明

平　塚　德太郎

秋　月　利　彦

大　森　美世子

安　井　伊津雄

和　智　冏　子

矢　野　　　了

濱　田　俊　史

林 　 利 治

宮　地　久　男

原 　 哲 弘

芳 野 　 毅

向　井　浩　義

梶　原　茂　義

波多野　直　之

遠　藤　辰　信

小　川　順　一

手代木　勇　一

畑　野　建　三

濱小路　兼　生

山　下　康　子

仲　山　チエ子

坂　本　三　夫

菊　池　茂　樹

安　田　壽　廣

廣　木　　　美

山　口　三　男

門　田　正　信

杉　元　　　忍

山　田　耕　治

江　本　　　満

三 宅 　 昭

榎 　 信 義

増　田　和　政

井　上　豊　治

瓜　生　安　滉

尾　﨑　龍　司

児　玉　光　孝

山　本　岩　視

髙　倉　演　世

松　尾　健　一

前　川　信　行

入 舩 　 清

田　丸　米　藏

徳　野　康　博

吉　田　伸　宏

重　藤　将　宏

石　原　尚　典

中　野　勝　哉

梶　原　賢　一

角 　 正 司

八　尋　義　文

服　部　昌　子

田　中　幹　雄

大　谷　哲　也

熊　丸　雅　裕

前　岡　義　人

野　瀨　利　宗

成　清　　　勉

谷　川　侯　司

髙　鍋　伸　彦

山　口　龍　二

原　田　美　治

木　下　一　德

坂　梨　博　行

末　藤　勝　士

木　下　幹　雄

藤　原　優　子

田　中　一　枝

斉　藤　敏　博

内　林　美恵子

佐　藤　隆　昭

井　上　道　人

坂　本　秀　代

後　藤　和　範

井　上　鴻　一

舌　間　建　喜

永　田　由美子

石　村　伸　男

丸　山　尊　祿

中　村　康　三

貞　閑　秀　男

満　生　博　文

井　上　耕　治

福　山　和　代

安　武　重次郎

松　村　秀　豊

片　岡　良　二

笹　山　守　人

迫　野　譲　二

長 　 隆 行

井　手　英　一

早　川　哲　也

大　崎　昭　彦

萩　尾　武　士

松　田　伸　一

森　本　多津秋

吉　村　雄　二

後　藤　武　司

緒　方　健　二

柳　田　　　豊

富　山　孝　昭

湯　浅　尊　臣

上　村　経　裕

有　留　美　樹

重　松　悦　子

鶴　田　満　徳

堀　江　伸　子

矢　野　幸　子

樫　本　幸　好

平　木　幸　子

上　野　晃　人

森　　　實二夫

結　城　満　義

平　野　健　蔵

三　原　啓　資

中　野　正　常

有　働　道　子

宮　崎　哲　夫

河　野　誠　司

高　田　　　晃

飯　田　昭　雄

中　原　茂　利

吉　野　裕　晴

永　尾　元　彦

山　下　邦　弘

若　林　桂　次

村　田　忠　照

水　岩　敏　昭

松　永　忠　義

丸　山　智　明

平　塚　德太郎

秋　月　利　彦

大　森　美世子

安　井　伊津雄

和　智　冏　子

矢　野　　　了

濱　田　俊　史

林 　 利 治

宮　地　久　男

原 　 哲 弘

芳 野 　 毅

向　井　浩　義

梶　原　茂　義

波多野　直　之

遠　藤　辰　信

小　川　順　一

手代木　勇　一

畑　野　建　三

濱小路　兼　生

山　下　康　子

仲　山　チエ子

坂　本　三　夫

菊　池　茂　樹

安　田　壽　廣

廣　木　　　美

山　口　三　男

門　田　正　信

杉　元　　　忍

山　田　耕　治

江　本　　　満

三 宅 　 昭

榎 　 信 義

増　田　和　政

井　上　豊　治

瓜　生　安　滉

尾　﨑　龍　司

児　玉　光　孝

山　本　岩　視

髙　倉　演　世

松　尾　健　一

前　川　信　行

入 舩 　 清

田　丸　米　藏

徳　野　康　博

吉　田　伸　宏

重　藤　将　宏

石　原　尚　典

中　野　勝　哉

梶　原　賢　一

角 　 正 司

八　尋　義　文

服　部　昌　子

田　中　幹　雄

大　谷　哲　也

熊　丸　雅　裕

前　岡　義　人

野　瀨　利　宗

成　清　　　勉

谷　川　侯　司

髙　鍋　伸　彦

山　口　龍　二

原　田　美　治

木　下　一　德

坂　梨　博　行

末　藤　勝　士

木　下　幹　雄

藤　原　優　子

田　中　一　枝

斉　藤　敏　博

092-805-6110
西警察署（少年係） 西警察署の管轄区域

092-542-0110
南警察署（少年係） 南警察署の管轄区域

092-939-0110
粕屋警察署（少年係） 粕屋警察署の管轄区域

092-580-0110
春日警察署（少年係） 春日警察署の管轄区域

092-929-0110
筑紫野警察署（少年係） 筑紫野警察署の管轄区域

内　林　美恵子

佐　藤　隆　昭

井　上　道　人

坂　本　秀　代

後　藤　和　範

井　上　鴻　一

舌　間　建　喜

永　田　由美子

石　村　伸　男

丸　山　尊　祿

中　村　康　三

貞　閑　秀　男

満　生　博　文

井　上　耕　治

福　山　和　代

安　武　重次郎

松　村　秀　豊

片　岡　良　二

笹　山　守　人

迫　野　譲　二

長 　 隆 行

井　手　英　一

早　川　哲　也

大　崎　昭　彦

萩　尾　武　士

松　田　伸　一

森　本　多津秋

吉　村　雄　二

後　藤　武　司

緒　方　健　二

柳　田　　　豊

富　山　孝　昭

湯　浅　尊　臣

上　村　経　裕

有　留　美　樹

重　松　悦　子

鶴　田　満　徳

堀　江　伸　子

矢　野　幸　子

樫　本　幸　好

平　木　幸　子

上　野　晃　人

森　　　實二夫

結　城　満　義

平　野　健　蔵

三　原　啓　資

中　野　正　常

有　働　道　子

宮　崎　哲　夫

河　野　誠　司

高　田　　　晃

飯　田　昭　雄

中　原　茂　利

吉　野　裕　晴

永　尾　元　彦

山　下　邦　弘

若　林　桂　次

村　田　忠　照

水　岩　敏　昭

松　永　忠　義

丸　山　智　明

平　塚　德太郎

秋　月　利　彦

大　森　美世子

安　井　伊津雄

和　智　冏　子

矢　野　　　了

濱　田　俊　史

林 　 利 治

宮　地　久　男

原 　 哲 弘

芳 野 　 毅

向　井　浩　義

梶　原　茂　義

波多野　直　之

遠　藤　辰　信

小　川　順　一

手代木　勇　一

畑　野　建　三

濱小路　兼　生

山　下　康　子

仲　山　チエ子

坂　本　三　夫

菊　池　茂　樹

安　田　壽　廣

廣　木　　　美

山　口　三　男

門　田　正　信

杉　元　　　忍

山　田　耕　治

江　本　　　満

三 宅 　 昭

榎 　 信 義

増　田　和　政

井　上　豊　治

瓜　生　安　滉

尾　﨑　龍　司

児　玉　光　孝

山　本　岩　視

髙　倉　演　世

松　尾　健　一

前　川　信　行

入 舩 　 清

田　丸　米　藏

徳　野　康　博

吉　田　伸　宏

重　藤　将　宏

石　原　尚　典

中　野　勝　哉

梶　原　賢　一

角 　 正 司

八　尋　義　文

服　部　昌　子

田　中　幹　雄

大　谷　哲　也

熊　丸　雅　裕

前　岡　義　人

野　瀨　利　宗

成　清　　　勉

谷　川　侯　司

髙　鍋　伸　彦

山　口　龍　二

原　田　美　治

木　下　一　德

坂　梨　博　行

末　藤　勝　士

木　下　幹　雄

藤　原　優　子

0940-36-0110
宗像警察署（少年係） 宗像警察署の管轄区域

0946-22-0110
朝倉警察署（少年係） 朝倉警察署の管轄区域

093-583-0110
小倉北警察署（少年係） 小倉北警察署の管轄区域

　　

　※　上記表中「講習期日」のうち、福岡県の休日を定める条例（平成元年福岡県条例

第23号）第１条第１項に規定する県の休日（以下「県の休日」という。）について

は、休講とする。

　⑵　追加取得講習

３　受講定員

　⑴　新規取得講習

　　　42名

　⑵　追加取得講習

　　　６名

４　受講対象者

　⑴　新規取得講習

　　　受講申込時において、次のいずれかに該当する者とする。

　　ア　最近５年間に当該講習の区分に係る警備業務（以下「当該警備業務」という。

）に従事した期間が通算して３年以上である者

　　イ　警備員等の検定等に関する規則（平成17年国家公安委員会規則第20号。以下「

検定規則」という。）第４条に規定する１級の検定（当該警備業務の区分に係る

ものに限る。）に係る法第23条第４項の合格証明書（以下「合格証明書」という

　　　。）の交付を受けている者

　　ウ　検定規則第４条に規定する２級の検定（当該警備業務の区分に係るものに限る

。）に係る合格証明書の交付を受けている警備員であって、当該合格証明書の交

付を受けた後、継続して１年以上当該警備業務の区分に係る警備業務に従事して

　　　　ｂ　イに該当する者

　　　　　合格証明書（１級）の写し

　　　　ｃ　ウに該当する者 　

　　　　　　合格証明書（２級）の写し及び２級検定に合格した後、継続して１年以上

当該警備業務の区分に係る警備業務に従事していることを疎明する警備業務

従事証明書等

　　　　ｄ　エに該当する者

　　　　　　旧検定規則第８条の規定により交付された旧１級検定に係る検定合格証の

写し

　　　　ｅ　オに該当する者

　　　　　　旧検定規則第８条の規定により交付された旧２級検定に係る検定合格証の

写し及び旧２級検定に合格した後、継続して１年以上当該警備業務の区分に

係る警備業務に従事していることを疎明する警備業務従事証明書等

　　イ　追加取得講習

　　　ア　前記５⑶アに掲げる書面

　　　イ　当該講習以外の警備業務の区分に係る指導教育責任者資格者証等の写し

　⑷　講習受講手数料

　　ア　新規取得講習

　　　　47,000円

　　イ　追加取得講習

　　　　23,000円

　　　※　受講申込時、福岡県領収証紙により納付すること。

　　　　　また、納付した手数料については、受講申込みを取り消した場合又は受講し

　　　　なかった場合においても返還しない。

　⑸　申込方法等

　　ア　受講を希望する者は、まず前記５⑴の受付期間内に、必ず福岡県警察警備員教

育センターの受付専用電話（093（381）2627）に電話して受講希望の事前申込み

を行い、受付番号を取得すること。ただし、先着順で受付を行い、受付期間中で

あっても定員に達したときは、受付を行わないこととする。

　　　　　　　　 ▎ ▎ ▎ ▎ ▎ ▎ ▎ ▎ ▎ ▎ ▎ ▎ ▎ ▎ ▎ ▎ ▎ ▎ ▎ ▎ ▎ ▎ ▎

福岡県公安委員会告示第107号

　警備業法（昭和47年法律第117号）第23条に規定する検定を次のとおり実施するので

、警備員等の検定等に関する規則（平成17年国家公安委員会規則第20号。以下「検定規

則」という。）第７条の規定により公示する。

　　平成27年４月３日

福岡県公安委員会　　

１　検定の種別

　⑴　核燃料物質等危険物運搬警備業務１級

　⑵　核燃料物質等危険物運搬警備業務２級

２　検定の実施日、時間及び場所

　⑴　核燃料物質等危険物運搬警備業務１級

　⑵　核燃料物質等危険物運搬警備業務２級

　　※　上記各表の実施時間中、午前９時00分から午前９時30分までの間を受付時間と

し、午前９時30分から筆記試験を開始する。

　　　　また、全ての試験が終了した時点をもって、検定終了時刻とする。

３　受検定員

　　各検定15名

４　受検資格

　⑴　核燃料物質等危険物運搬警備業務１級

　　　福岡県内に住所を有する者又は福岡県内の営業所に属する警備員であって、次の

いずれかに該当するもの

　　ア　申込時に、検定を受けようとする警備業務の種別について２級の検定に係る

　　　イ　法令に関すること。

　　　ウ　核燃料物質等危険物に関すること。

　　　エ　車両による伴走及び周囲の見張りに関すること。

　　　オ　核燃料物質等危険物に係る盗難等の事故が発生した場合における応急の　　

　措置に関すること。

　　イ　実技試験

　　　ア　車両による伴走及び周囲の見張りに関すること。

　　　イ　核燃料物質等危険物に係る盗難等の事故が発生した場合における応急の　　

　措置に関すること。

７　検定申請手続等

　⑴　受付期間

　　　平成27年６月１日（月）から同年６月３日（水）までの午前９時00分から午後５

時00分までの間（正午から午後１時00分までの間を除く。）

　⑵　受検申請手続期間

　　　事前（電話）申込日又はその翌日の午前９時00分から午後５時00分までの間（正

午から午後１時00分までの間を除く。）

　⑶　受検申請手続場所

　　ア　住所地を管轄する警察署

　　イ　営業所を管轄する警察署

　⑷　必要書類

　　ア　必須書類

　　　ア　検定申請書（検定規則別記様式第１号）１通

　　　イ　写真２枚（申請前６月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無背景の

　　　　縦の長さ３センチメートル、横の長さ2.4センチメートルの写真で、その裏面

に氏名及び撮影年月日を記入したもの）

　　イ　必要に応じて添付すべき書類

　　　ア　住所地を管轄する警察署に申請する場合

　　　　　住所地を疎明する書面（住民票の写しのコピー、運転免許証のコピー等）

　　　イ　営業所を管轄する警察署に申請する場合

　⑴　検定当日は、受検票、筆記用具及び動きやすい服装（靴）を必ず持参すること。

　⑵　検定に関する問い合わせは、福岡県の休日を定める条例（平成元年福岡県条例第

23号）第１条第１項に規定する県の休日を除く毎日、午前９時00分から午後５時45

分までの間（正午から午後１時00分までの間を除く。）、福岡県警察本部生活保安

課警備業係（電話092（641）4141内線3173、3174）又は福岡県警察警備員教育セン

ター（電話093（381）2627）に対して行うこと。

　⑶　検定申請書（検定規則別記様式第１号）については、各警察署の生活安全課又は

生活安全刑事課において受け取ることができる（同申請書には押印が必要）。

　⑷　福岡県領収証紙の売りさばき人情報については、福岡県のホームページ（URL：

http://www.pref.fukuoka.lg.jp/f04/kkaikei.html）で確認することができる。
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

福岡県公安委員会告示第108号

　警備業法（昭和47年法律第117号）第23条に規定する検定を次のとおり実施するので

、警備員等の検定等に関する規則（平成17年国家公安委員会規則第20号。以下「検定規

則」という。）第７条の規定により公示する。　

　　平成27年４月３日

福岡県公安委員会　　

１　検定の種別

　　交通誘導警備業務２級

２　検定の実施日、時間及び場所

　　※　上記表の実施時間中、午前９時00分から午前９時30分までの間を受付時間とし、

午前９時30分から筆記試験を開始する。

　　　　また、全ての試験が終了した時点をもって、検定終了時刻とする。

３　受検定員

　　各検定15名

４　受検資格

　　　ア　検定申請書（検定規則別記様式第１号）１通

　　　イ　写真２枚（申請前６月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無背景の縦の

長さ３センチメートル、横の長さ2.4センチメートルの写真で、その裏面に氏

名及び撮影年月日を記入したもの）

　　イ　必要に応じて添付すべき書類

　　　ア　住所地を管轄する警察署に申請する場合

　　　　　住所地を疎明する書面（住民票の写しのコピー、運転免許証のコピー等）

　　　イ　営業所を管轄する警察署に申請する場合

　　　　　営業所に属していることを疎明する書面（営業所所属証明書等）

　⑸　検定手数料

　　　14,000円

　　※　検定手数料については、福岡県領収証紙により納付すること。

　　　　また、検定手数料は、申請受付後に申請を取り消した場合又は受検しなかった

　　　場合についても返還しない。

　⑹　申請方法

　　ア　受検を希望する者は、原則として受検希望者本人が、まず前記７⑴の事前（電

話）受付期間内に、必ず福岡県警察警備員教育センターの受付専用電話（093（

381）2627）に電話して事前申込み（１電話につき１名）を行い、事前受付番号

を取得すること。ただし、先着順で事前受付を行い、受付期間中であっても、定

員に達したときは受付を締め切ることとする。

　　　※　受付専用電話以外での事前受付は、一切行わない。

　　イ　事前（電話）申込みを行い事前受付番号を取得した者は、前記７⑵のとおり、

事前申込みを行った当日又はその翌日の午前９時00分から午後５時00分までの間

（正午から午後１時00分までの間を除く。）に、前記７⑶のとおり、住所地又は

営業所の所在地を管轄する警察署に事前受付番号を申告するとともに、前記７⑷

に掲げる必要書類に検定手数料を添えて受検申請し、受検票の交付を受けること。

　　　※　書類持参以外の方法による申込み（郵送等）は、一切受け付けない。

　　ウ　事前受付番号を取得した場合であっても、前記７⑵の受検申請手続期間（２日

間）内に受検申請手続きを行わなかった者の事前受付番号及び事前申込みは、無



59
平
成
27
年
４
月
３
日
　
金
曜
日

第
３
６
８
２
号

福
岡

県
公

報

内　林　美恵子

佐　藤　隆　昭

井　上　道　人

坂　本　秀　代

後　藤　和　範

井　上　鴻　一

舌　間　建　喜

永　田　由美子

石　村　伸　男

丸　山　尊　祿

中　村　康　三

貞　閑　秀　男

満　生　博　文

井　上　耕　治

福　山　和　代

安　武　重次郎

松　村　秀　豊

片　岡　良　二

笹　山　守　人

迫　野　譲　二

長 　 隆 行

井　手　英　一

早　川　哲　也

大　崎　昭　彦

萩　尾　武　士

松　田　伸　一

森　本　多津秋

吉　村　雄　二

後　藤　武　司

緒　方　健　二

柳　田　　　豊

富　山　孝　昭

湯　浅　尊　臣

上　村　経　裕

有　留　美　樹

重　松　悦　子

鶴　田　満　徳

堀　江　伸　子

矢　野　幸　子

樫　本　幸　好

平　木　幸　子

上　野　晃　人

森　　　實二夫

結　城　満　義

平　野　健　蔵

三　原　啓　資

中　野　正　常

有　働　道　子

宮　崎　哲　夫

河　野　誠　司

高　田　　　晃

飯　田　昭　雄

中　原　茂　利

吉　野　裕　晴

永　尾　元　彦

山　下　邦　弘

若　林　桂　次

村　田　忠　照

水　岩　敏　昭

松　永　忠　義

丸　山　智　明

平　塚　德太郎

秋　月　利　彦

大　森　美世子

安　井　伊津雄

和　智　冏　子

矢　野　　　了

濱　田　俊　史

林 　 利 治

宮　地　久　男

原 　 哲 弘

芳 野 　 毅

向　井　浩　義

梶　原　茂　義

波多野　直　之

遠　藤　辰　信

小　川　順　一

手代木　勇　一

畑　野　建　三

濱小路　兼　生

山　下　康　子

仲　山　チエ子

坂　本　三　夫

菊　池　茂　樹

安　田　壽　廣

廣　木　　　美

山　口　三　男

門　田　正　信

杉　元　　　忍

山　田　耕　治

江　本　　　満

三 宅 　 昭

榎 　 信 義

増　田　和　政

井　上　豊　治

瓜　生　安　滉

尾　﨑　龍　司

児　玉　光　孝

山　本　岩　視

髙　倉　演　世

松　尾　健　一

前　川　信　行

入 舩 　 清

田　丸　米　藏

徳　野　康　博

吉　田　伸　宏

重　藤　将　宏

石　原　尚　典

中　野　勝　哉

梶　原　賢　一

角 　 正 司

八　尋　義　文

服　部　昌　子

田　中　幹　雄

大　谷　哲　也

熊　丸　雅　裕

前　岡　義　人

野　瀨　利　宗

成　清　　　勉

谷　川　侯　司

髙　鍋　伸　彦

山　口　龍　二

原　田　美　治

木　下　一　德

坂　梨　博　行

末　藤　勝　士

木　下　幹　雄

藤　原　優　子

田　中　一　枝

斉　藤　敏　博

内　林　美恵子

佐　藤　隆　昭

井　上　道　人

坂　本　秀　代

後　藤　和　範

井　上　鴻　一

舌　間　建　喜

永　田　由美子

石　村　伸　男

丸　山　尊　祿

中　村　康　三

貞　閑　秀　男

満　生　博　文

井　上　耕　治

福　山　和　代

安　武　重次郎

松　村　秀　豊

片　岡　良　二

笹　山　守　人

迫　野　譲　二

長 　 隆 行

井　手　英　一

早　川　哲　也

大　崎　昭　彦

萩　尾　武　士

松　田　伸　一

森　本　多津秋

吉　村　雄　二

後　藤　武　司

緒　方　健　二

柳　田　　　豊

富　山　孝　昭

湯　浅　尊　臣

上　村　経　裕

有　留　美　樹

重　松　悦　子

鶴　田　満　徳

堀　江　伸　子

矢　野　幸　子

樫　本　幸　好

平　木　幸　子

上　野　晃　人

森　　　實二夫

結　城　満　義

平　野　健　蔵

三　原　啓　資

中　野　正　常

有　働　道　子

宮　崎　哲　夫

河　野　誠　司

高　田　　　晃

飯　田　昭　雄

中　原　茂　利

吉　野　裕　晴

永　尾　元　彦

山　下　邦　弘

若　林　桂　次

村　田　忠　照

水　岩　敏　昭

松　永　忠　義

丸　山　智　明

平　塚　德太郎

秋　月　利　彦

大　森　美世子

安　井　伊津雄

和　智　冏　子

矢　野　　　了

濱　田　俊　史

林 　 利 治

宮　地　久　男

原 　 哲 弘

芳 野 　 毅

向　井　浩　義

梶　原　茂　義

波多野　直　之

遠　藤　辰　信

小　川　順　一

手代木　勇　一

畑　野　建　三

濱小路　兼　生

山　下　康　子

仲　山　チエ子

坂　本　三　夫

菊　池　茂　樹

安　田　壽　廣

廣　木　　　美

山　口　三　男

門　田　正　信

杉　元　　　忍

山　田　耕　治

江　本　　　満

三 宅 　 昭

榎 　 信 義

増　田　和　政

井　上　豊　治

瓜　生　安　滉

尾　﨑　龍　司

児　玉　光　孝

山　本　岩　視

髙　倉　演　世

松　尾　健　一

前　川　信　行

入 舩 　 清

田　丸　米　藏

徳　野　康　博

吉　田　伸　宏

重　藤　将　宏

石　原　尚　典

中　野　勝　哉

梶　原　賢　一

角 　 正 司

八　尋　義　文

服　部　昌　子

田　中　幹　雄

大　谷　哲　也

熊　丸　雅　裕

前　岡　義　人

野　瀨　利　宗

成　清　　　勉

谷　川　侯　司

髙　鍋　伸　彦

山　口　龍　二

原　田　美　治

木　下　一　德

坂　梨　博　行

末　藤　勝　士

0948-21-0110
飯塚警察署（少年係） 飯塚警察署の管轄区域

0949-22-0110
直方警察署（少年係） 直方警察署の管轄区域

0947-42-0110
田川警察署（少年係） 田川警察署の管轄区域

0948-57-0110
嘉麻警察署（少年係） 嘉麻警察署の管轄区域

0942-38-0110
久留米警察署（少年係） 久留米警察署の管轄区域

0942-52-0110
筑後警察署（少年係） 筑後警察署の管轄区域

0943-22-5110
八女警察署（少年係） 八女警察署の管轄区域

内　林　美恵子

佐　藤　隆　昭

井　上　道　人

坂　本　秀　代

後　藤　和　範

井　上　鴻　一

舌　間　建　喜

永　田　由美子

石　村　伸　男

丸　山　尊　祿

中　村　康　三

貞　閑　秀　男

満　生　博　文

井　上　耕　治

福　山　和　代

安　武　重次郎

松　村　秀　豊

片　岡　良　二

笹　山　守　人

迫　野　譲　二

長 　 隆 行

井　手　英　一

早　川　哲　也

大　崎　昭　彦

萩　尾　武　士

松　田　伸　一

森　本　多津秋

吉　村　雄　二

後　藤　武　司

緒　方　健　二

柳　田　　　豊

富　山　孝　昭

湯　浅　尊　臣

上　村　経　裕

有　留　美　樹

重　松　悦　子

鶴　田　満　徳

堀　江　伸　子

矢　野　幸　子

樫　本　幸　好

平　木　幸　子

上　野　晃　人

森　　　實二夫

結　城　満　義

平　野　健　蔵

三　原　啓　資

中　野　正　常

有　働　道　子

宮　崎　哲　夫

河　野　誠　司

高　田　　　晃

飯　田　昭　雄

中　原　茂　利

吉　野　裕　晴

永　尾　元　彦

山　下　邦　弘

若　林　桂　次

村　田　忠　照

水　岩　敏　昭

松　永　忠　義

丸　山　智　明

平　塚　德太郎

秋　月　利　彦

大　森　美世子

安　井　伊津雄

和　智　冏　子

矢　野　　　了

濱　田　俊　史

林 　 利 治

宮　地　久　男

原 　 哲 弘

芳 野 　 毅

向　井　浩　義

梶　原　茂　義

波多野　直　之

遠　藤　辰　信

小　川　順　一

手代木　勇　一

畑　野　建　三

濱小路　兼　生

山　下　康　子

仲　山　チエ子

坂　本　三　夫

菊　池　茂　樹

安　田　壽　廣

廣　木　　　美

山　口　三　男

門　田　正　信

杉　元　　　忍

山　田　耕　治

江　本　　　満

三 宅 　 昭

榎 　 信 義

増　田　和　政

井　上　豊　治

瓜　生　安　滉

尾　﨑　龍　司

児　玉　光　孝

山　本　岩　視

髙　倉　演　世

松　尾　健　一

前　川　信　行

入 舩 　 清

田　丸　米　藏

徳　野　康　博

吉　田　伸　宏

重　藤　将　宏

石　原　尚　典

中　野　勝　哉

梶　原　賢　一

角 　 正 司

八　尋　義　文

服　部　昌　子

田　中　幹　雄

大　谷　哲　也

熊　丸　雅　裕

前　岡　義　人

野　瀨　利　宗

成　清　　　勉

谷　川　侯　司

髙　鍋　伸　彦

山　口　龍　二

原　田　美　治

木　下　一　德

坂　梨　博　行

末　藤　勝　士

木　下　幹　雄

092-771-0110
若松警察署（少年係） 若松警察署の管轄区域

093-861-0110
戸畑警察署（少年係） 戸畑警察署の管轄区域

093-321-0110
門司警察署（少年係） 門司警察署の管轄区域

0930-24-5110
行橋警察署（少年係） 行橋警察署の管轄区域

093-923-0110
小倉南警察署（少年係） 小倉南警察署の管轄区域

093-662-0110
八幡東警察署（少年係） 八幡東警察署の管轄区域

093-645-0110
八幡西警察署（少年係） 八幡西警察署の管轄区域

093-691-0110
折尾警察署（少年係） 折尾警察署の管轄区域

　　

　※　上記表中「講習期日」のうち、福岡県の休日を定める条例（平成元年福岡県条例

第23号）第１条第１項に規定する県の休日（以下「県の休日」という。）について

は、休講とする。

　⑵　追加取得講習

３　受講定員

　⑴　新規取得講習

　　　42名

　⑵　追加取得講習

　　　６名

４　受講対象者

　⑴　新規取得講習

　　　受講申込時において、次のいずれかに該当する者とする。

　　ア　最近５年間に当該講習の区分に係る警備業務（以下「当該警備業務」という。

）に従事した期間が通算して３年以上である者

　　イ　警備員等の検定等に関する規則（平成17年国家公安委員会規則第20号。以下「

検定規則」という。）第４条に規定する１級の検定（当該警備業務の区分に係る

ものに限る。）に係る法第23条第４項の合格証明書（以下「合格証明書」という

　　　。）の交付を受けている者

　　ウ　検定規則第４条に規定する２級の検定（当該警備業務の区分に係るものに限る

。）に係る合格証明書の交付を受けている警備員であって、当該合格証明書の交

付を受けた後、継続して１年以上当該警備業務の区分に係る警備業務に従事して

　　　　ｂ　イに該当する者

　　　　　合格証明書（１級）の写し

　　　　ｃ　ウに該当する者 　

　　　　　　合格証明書（２級）の写し及び２級検定に合格した後、継続して１年以上

当該警備業務の区分に係る警備業務に従事していることを疎明する警備業務

従事証明書等

　　　　ｄ　エに該当する者

　　　　　　旧検定規則第８条の規定により交付された旧１級検定に係る検定合格証の

写し

　　　　ｅ　オに該当する者

　　　　　　旧検定規則第８条の規定により交付された旧２級検定に係る検定合格証の

写し及び旧２級検定に合格した後、継続して１年以上当該警備業務の区分に

係る警備業務に従事していることを疎明する警備業務従事証明書等

　　イ　追加取得講習

　　　ア　前記５⑶アに掲げる書面

　　　イ　当該講習以外の警備業務の区分に係る指導教育責任者資格者証等の写し

　⑷　講習受講手数料

　　ア　新規取得講習

　　　　47,000円

　　イ　追加取得講習

　　　　23,000円

　　　※　受講申込時、福岡県領収証紙により納付すること。

　　　　　また、納付した手数料については、受講申込みを取り消した場合又は受講し

　　　　なかった場合においても返還しない。

　⑸　申込方法等

　　ア　受講を希望する者は、まず前記５⑴の受付期間内に、必ず福岡県警察警備員教

育センターの受付専用電話（093（381）2627）に電話して受講希望の事前申込み

を行い、受付番号を取得すること。ただし、先着順で受付を行い、受付期間中で

あっても定員に達したときは、受付を行わないこととする。

　　　　　　　　 ▎ ▎ ▎ ▎ ▎ ▎ ▎ ▎ ▎ ▎ ▎ ▎ ▎ ▎ ▎ ▎ ▎ ▎ ▎ ▎ ▎ ▎ ▎

福岡県公安委員会告示第107号

　警備業法（昭和47年法律第117号）第23条に規定する検定を次のとおり実施するので

、警備員等の検定等に関する規則（平成17年国家公安委員会規則第20号。以下「検定規

則」という。）第７条の規定により公示する。

　　平成27年４月３日

福岡県公安委員会　　

１　検定の種別

　⑴　核燃料物質等危険物運搬警備業務１級

　⑵　核燃料物質等危険物運搬警備業務２級

２　検定の実施日、時間及び場所

　⑴　核燃料物質等危険物運搬警備業務１級

　⑵　核燃料物質等危険物運搬警備業務２級

　　※　上記各表の実施時間中、午前９時00分から午前９時30分までの間を受付時間と

し、午前９時30分から筆記試験を開始する。

　　　　また、全ての試験が終了した時点をもって、検定終了時刻とする。

３　受検定員

　　各検定15名

４　受検資格

　⑴　核燃料物質等危険物運搬警備業務１級

　　　福岡県内に住所を有する者又は福岡県内の営業所に属する警備員であって、次の

いずれかに該当するもの

　　ア　申込時に、検定を受けようとする警備業務の種別について２級の検定に係る

　　　イ　法令に関すること。

　　　ウ　核燃料物質等危険物に関すること。

　　　エ　車両による伴走及び周囲の見張りに関すること。

　　　オ　核燃料物質等危険物に係る盗難等の事故が発生した場合における応急の　　

　措置に関すること。

　　イ　実技試験

　　　ア　車両による伴走及び周囲の見張りに関すること。

　　　イ　核燃料物質等危険物に係る盗難等の事故が発生した場合における応急の　　

　措置に関すること。

７　検定申請手続等

　⑴　受付期間

　　　平成27年６月１日（月）から同年６月３日（水）までの午前９時00分から午後５

時00分までの間（正午から午後１時00分までの間を除く。）

　⑵　受検申請手続期間

　　　事前（電話）申込日又はその翌日の午前９時00分から午後５時00分までの間（正

午から午後１時00分までの間を除く。）

　⑶　受検申請手続場所

　　ア　住所地を管轄する警察署

　　イ　営業所を管轄する警察署

　⑷　必要書類

　　ア　必須書類

　　　ア　検定申請書（検定規則別記様式第１号）１通

　　　イ　写真２枚（申請前６月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無背景の

　　　　縦の長さ３センチメートル、横の長さ2.4センチメートルの写真で、その裏面

に氏名及び撮影年月日を記入したもの）

　　イ　必要に応じて添付すべき書類

　　　ア　住所地を管轄する警察署に申請する場合

　　　　　住所地を疎明する書面（住民票の写しのコピー、運転免許証のコピー等）

　　　イ　営業所を管轄する警察署に申請する場合

　⑴　検定当日は、受検票、筆記用具及び動きやすい服装（靴）を必ず持参すること。

　⑵　検定に関する問い合わせは、福岡県の休日を定める条例（平成元年福岡県条例第

23号）第１条第１項に規定する県の休日を除く毎日、午前９時00分から午後５時45

分までの間（正午から午後１時00分までの間を除く。）、福岡県警察本部生活保安

課警備業係（電話092（641）4141内線3173、3174）又は福岡県警察警備員教育セン

ター（電話093（381）2627）に対して行うこと。

　⑶　検定申請書（検定規則別記様式第１号）については、各警察署の生活安全課又は

生活安全刑事課において受け取ることができる（同申請書には押印が必要）。

　⑷　福岡県領収証紙の売りさばき人情報については、福岡県のホームページ（URL：

http://www.pref.fukuoka.lg.jp/f04/kkaikei.html）で確認することができる。
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

福岡県公安委員会告示第108号

　警備業法（昭和47年法律第117号）第23条に規定する検定を次のとおり実施するので

、警備員等の検定等に関する規則（平成17年国家公安委員会規則第20号。以下「検定規

則」という。）第７条の規定により公示する。　

　　平成27年４月３日

福岡県公安委員会　　

１　検定の種別

　　交通誘導警備業務２級

２　検定の実施日、時間及び場所

　　※　上記表の実施時間中、午前９時00分から午前９時30分までの間を受付時間とし、

午前９時30分から筆記試験を開始する。

　　　　また、全ての試験が終了した時点をもって、検定終了時刻とする。

３　受検定員

　　各検定15名

４　受検資格

　　　ア　検定申請書（検定規則別記様式第１号）１通

　　　イ　写真２枚（申請前６月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無背景の縦の

長さ３センチメートル、横の長さ2.4センチメートルの写真で、その裏面に氏

名及び撮影年月日を記入したもの）

　　イ　必要に応じて添付すべき書類

　　　ア　住所地を管轄する警察署に申請する場合

　　　　　住所地を疎明する書面（住民票の写しのコピー、運転免許証のコピー等）

　　　イ　営業所を管轄する警察署に申請する場合

　　　　　営業所に属していることを疎明する書面（営業所所属証明書等）

　⑸　検定手数料

　　　14,000円

　　※　検定手数料については、福岡県領収証紙により納付すること。

　　　　また、検定手数料は、申請受付後に申請を取り消した場合又は受検しなかった

　　　場合についても返還しない。

　⑹　申請方法

　　ア　受検を希望する者は、原則として受検希望者本人が、まず前記７⑴の事前（電

話）受付期間内に、必ず福岡県警察警備員教育センターの受付専用電話（093（

381）2627）に電話して事前申込み（１電話につき１名）を行い、事前受付番号

を取得すること。ただし、先着順で事前受付を行い、受付期間中であっても、定

員に達したときは受付を締め切ることとする。

　　　※　受付専用電話以外での事前受付は、一切行わない。

　　イ　事前（電話）申込みを行い事前受付番号を取得した者は、前記７⑵のとおり、

事前申込みを行った当日又はその翌日の午前９時00分から午後５時00分までの間

（正午から午後１時00分までの間を除く。）に、前記７⑶のとおり、住所地又は

営業所の所在地を管轄する警察署に事前受付番号を申告するとともに、前記７⑷

に掲げる必要書類に検定手数料を添えて受検申請し、受検票の交付を受けること。

　　　※　書類持参以外の方法による申込み（郵送等）は、一切受け付けない。

　　ウ　事前受付番号を取得した場合であっても、前記７⑵の受検申請手続期間（２日

間）内に受検申請手続きを行わなかった者の事前受付番号及び事前申込みは、無
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内　林　美恵子

佐　藤　隆　昭

井　上　道　人

坂　本　秀　代

後　藤　和　範

井　上　鴻　一

舌　間　建　喜

永　田　由美子

石　村　伸　男

丸　山　尊　祿

中　村　康　三

貞　閑　秀　男

満　生　博　文

井　上　耕　治

福　山　和　代

安　武　重次郎

松　村　秀　豊

片　岡　良　二

笹　山　守　人

迫　野　譲　二

長 　 隆 行

井　手　英　一

早　川　哲　也

大　崎　昭　彦

萩　尾　武　士

松　田　伸　一

森　本　多津秋

吉　村　雄　二

後　藤　武　司

緒　方　健　二

柳　田　　　豊

富　山　孝　昭

湯　浅　尊　臣

上　村　経　裕

有　留　美　樹

重　松　悦　子

鶴　田　満　徳

堀　江　伸　子

矢　野　幸　子

樫　本　幸　好

平　木　幸　子

上　野　晃　人

森　　　實二夫

結　城　満　義

平　野　健　蔵

三　原　啓　資

中　野　正　常

有　働　道　子

宮　崎　哲　夫

河　野　誠　司

高　田　　　晃

飯　田　昭　雄

中　原　茂　利

吉　野　裕　晴

永　尾　元　彦

山　下　邦　弘

若　林　桂　次

村　田　忠　照

水　岩　敏　昭

松　永　忠　義

丸　山　智　明

平　塚　德太郎

秋　月　利　彦

大　森　美世子

安　井　伊津雄

和　智　冏　子

矢　野　　　了

濱　田　俊　史

林 　 利 治

宮　地　久　男

原 　 哲 弘

芳 野 　 毅

向　井　浩　義

梶　原　茂　義

波多野　直　之

遠　藤　辰　信

小　川　順　一

手代木　勇　一

畑　野　建　三

濱小路　兼　生

山　下　康　子

仲　山　チエ子

坂　本　三　夫

菊　池　茂　樹

安　田　壽　廣

廣　木　　　美

山　口　三　男

門　田　正　信

杉　元　　　忍

山　田　耕　治

江　本　　　満

三 宅 　 昭

榎 　 信 義

増　田　和　政

井　上　豊　治

瓜　生　安　滉

尾　﨑　龍　司

児　玉　光　孝

山　本　岩　視

髙　倉　演　世

松　尾　健　一

前　川　信　行

入 舩 　 清

田　丸　米　藏

徳　野　康　博

吉　田　伸　宏

重　藤　将　宏

石　原　尚　典

中　野　勝　哉

梶　原　賢　一

角 　 正 司

八　尋　義　文

服　部　昌　子

田　中　幹　雄

大　谷　哲　也

熊　丸　雅　裕

前　岡　義　人

野　瀨　利　宗

成　清　　　勉

谷　川　侯　司

髙　鍋　伸　彦

山　口　龍　二

原　田　美　治

木　下　一　德

坂　梨　博　行

末　藤　勝　士

木　下　幹　雄

藤　原　優　子

田　中　一　枝

斉　藤　敏　博

内　林　美恵子

佐　藤　隆　昭

井　上　道　人

坂　本　秀　代

後　藤　和　範

井　上　鴻　一

舌　間　建　喜

永　田　由美子

石　村　伸　男

丸　山　尊　祿

中　村　康　三

貞　閑　秀　男

満　生　博　文

井　上　耕　治

福　山　和　代

安　武　重次郎

松　村　秀　豊

片　岡　良　二

笹　山　守　人

迫　野　譲　二

長 　 隆 行

井　手　英　一

早　川　哲　也

大　崎　昭　彦

萩　尾　武　士

松　田　伸　一

森　本　多津秋

吉　村　雄　二

後　藤　武　司

緒　方　健　二

柳　田　　　豊

富　山　孝　昭

湯　浅　尊　臣

上　村　経　裕

有　留　美　樹

重　松　悦　子

鶴　田　満　徳

堀　江　伸　子

矢　野　幸　子

樫　本　幸　好

平　木　幸　子

上　野　晃　人

森　　　實二夫

結　城　満　義

平　野　健　蔵

三　原　啓　資

中　野　正　常

有　働　道　子

宮　崎　哲　夫

河　野　誠　司

高　田　　　晃

飯　田　昭　雄

中　原　茂　利

吉　野　裕　晴

永　尾　元　彦

山　下　邦　弘

若　林　桂　次

村　田　忠　照

水　岩　敏　昭

松　永　忠　義

丸　山　智　明

平　塚　德太郎

秋　月　利　彦

大　森　美世子

安　井　伊津雄

和　智　冏　子

矢　野　　　了

濱　田　俊　史

林 　 利 治

宮　地　久　男

原 　 哲 弘

芳 野 　 毅

向　井　浩　義

梶　原　茂　義

波多野　直　之

遠　藤　辰　信

小　川　順　一

手代木　勇　一

畑　野　建　三

濱小路　兼　生

山　下　康　子

仲　山　チエ子

坂　本　三　夫

菊　池　茂　樹

安　田　壽　廣

廣　木　　　美

山　口　三　男

門　田　正　信

杉　元　　　忍

山　田　耕　治

江　本　　　満

三 宅 　 昭

榎 　 信 義

増　田　和　政

井　上　豊　治

瓜　生　安　滉

尾　﨑　龍　司

児　玉　光　孝

山　本　岩　視

髙　倉　演　世

松　尾　健　一

前　川　信　行

入 舩 　 清

田　丸　米　藏

徳　野　康　博

吉　田　伸　宏

重　藤　将　宏

石　原　尚　典

中　野　勝　哉

梶　原　賢　一

角 　 正 司

八　尋　義　文

服　部　昌　子

田　中　幹　雄

大　谷　哲　也

熊　丸　雅　裕

前　岡　義　人

野　瀨　利　宗

成　清　　　勉

谷　川　侯　司

髙　鍋　伸　彦

山　口　龍　二

原　田　美　治

木　下　一　德

坂　梨　博　行

末　藤　勝　士

木　下　幹　雄

藤　原　優　子

田　中　一　枝

斉　藤　敏　博
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内　林　美恵子

佐　藤　隆　昭

井　上　道　人

坂　本　秀　代

後　藤　和　範

井　上　鴻　一

舌　間　建　喜

永　田　由美子

石　村　伸　男

丸　山　尊　祿

中　村　康　三

貞　閑　秀　男

満　生　博　文

井　上　耕　治

福　山　和　代

安　武　重次郎

松　村　秀　豊

片　岡　良　二

笹　山　守　人

迫　野　譲　二

長 　 隆 行

井　手　英　一

早　川　哲　也

大　崎　昭　彦

萩　尾　武　士

松　田　伸　一

森　本　多津秋

吉　村　雄　二

後　藤　武　司

緒　方　健　二

柳　田　　　豊

富　山　孝　昭

湯　浅　尊　臣

上　村　経　裕

有　留　美　樹

重　松　悦　子

鶴　田　満　徳

堀　江　伸　子

矢　野　幸　子

樫　本　幸　好

平　木　幸　子

上　野　晃　人

森　　　實二夫

結　城　満　義

平　野　健　蔵

三　原　啓　資

中　野　正　常

有　働　道　子

宮　崎　哲　夫

河　野　誠　司

高　田　　　晃

飯　田　昭　雄

中　原　茂　利

吉　野　裕　晴

永　尾　元　彦

山　下　邦　弘

若　林　桂　次

村　田　忠　照

水　岩　敏　昭

松　永　忠　義

丸　山　智　明

平　塚　德太郎

秋　月　利　彦

大　森　美世子

安　井　伊津雄

和　智　冏　子

矢　野　　　了

濱　田　俊　史

林 　 利 治

宮　地　久　男

原 　 哲 弘

芳 野 　 毅

向　井　浩　義

梶　原　茂　義

波多野　直　之

遠　藤　辰　信

小　川　順　一

手代木　勇　一

畑　野　建　三

濱小路　兼　生

山　下　康　子

仲　山　チエ子

坂　本　三　夫

菊　池　茂　樹

安　田　壽　廣

廣　木　　　美

山　口　三　男

門　田　正　信

杉　元　　　忍

山　田　耕　治

江　本　　　満

三 宅 　 昭

榎 　 信 義

増　田　和　政

井　上　豊　治

瓜　生　安　滉

尾　﨑　龍　司

児　玉　光　孝

山　本　岩　視

髙　倉　演　世

松　尾　健　一

前　川　信　行

入 舩 　 清

田　丸　米　藏

徳　野　康　博

吉　田　伸　宏

重　藤　将　宏

石　原　尚　典

中　野　勝　哉

梶　原　賢　一

角 　 正 司

八　尋　義　文

服　部　昌　子

田　中　幹　雄

大　谷　哲　也

熊　丸　雅　裕

前　岡　義　人

野　瀨　利　宗

成　清　　　勉

谷　川　侯　司

髙　鍋　伸　彦

山　口　龍　二

原　田　美　治

木　下　一　德

坂　梨　博　行

末　藤　勝　士

木　下　幹　雄

藤　原　優　子
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